
  

 岩手県部局等設置条例及び広域振興局等設置条例の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

  平成22年３月31日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第36号 

   岩手県部局等設置条例及び広域振興局等設置条例の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則 

 （道路愛護会設置奨励規則の一部改正） 

第１条 道路愛護会設置奨励規則（昭和24年岩手県規則第43号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 前項の工事又は作業をしようとするときは、設計図書を添

え所管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」と

いう。）の指導を受けなければならない。ただし、天災事変

その他の事由により急施を要する場合は、事後に承認を受け

ることができる。 

２ 前項の工事又は作業をしようとするときは、設計図書を添

え所管する広域振興局長（以下「局長」という。）の指導を

受けなければならない。ただし、天災事変その他の事由によ

り急施を要する場合は、事後に承認を受けることができる。

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （肥料取締法施行細則の一部改正） 

第２条 肥料取締法施行細則（昭和25年岩手県規則第50号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （届出書の経由機関等）  （届出書の経由機関等） 

第３条 知事に提出する次に掲げる届出書は、届出人の住所地

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）の所管する広域

振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局の長を経由しな

ければならない。 

第３条 知事に提出する次に掲げる届出書は、届出人の住所地

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）を所管する広域

振興局長を経由しなければならない。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （建築士法施行細則の一部改正） 

第３条 建築士法施行細則（昭和25年岩手県規則第86号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （提出書類の部数及び経由）  （提出書類の部数及び経由） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 前項の書類のうち知事又は国土交通大臣に提出する書類は

、所管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」と

いう。）を経由しなければならない。 

２ 前項の書類のうち知事又は国土交通大臣に提出する書類は

、所管する広域振興局長（以下「局長」という。）を経由し

なければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （家畜貸付譲渡規則の一部改正） 

第４条 家畜貸付譲渡規則（昭和26年岩手県規則第68号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 前項の貸付期間は、知事（種雄以外の家畜については、所 ２ 前項の貸付期間は、知事（種雄以外の家畜については、所



  

 管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という

。）。以下第５条、第６条、第９条、第10条第１項、第11条

、第14条第２項、第３項及び第15条において同じ。）が必要

と認めるとき又は貸付けを受けた者（以下「借受者」という

。）から申請があったときは、短縮し、又は延長することが

ある。 

 管する広域振興局長（以下「局長」という。）。第５条、第

６条、第９条、第10条第１項、第11条、第14条第２項及び第

３項並びに第15条において同じ。）が必要と認めるとき又は

貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）から申請があ

ったときは、短縮し、又は延長することがある。 

第16条 この規則により知事に提出する書類は、所管する広域

振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局の長を経由しな

ければならない。 

第16条 この規則により知事に提出する書類は、所管する局長

を経由しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県養ほう振興法施行細則の一部改正） 

第５条 岩手県養ほう振興法施行細則（昭和31年岩手県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （書類の経由）  （書類の経由） 

第４条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書

類は、所管する広域振興局、広域振興局総合支局又は地方振

興局の長を経由しなければならない。 

第４条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書

類は、所管する広域振興局長を経由しなければならない。 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

 ［略］ 

       振興局長        様 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県農業改良資金貸付規則の一部改正） 

第６条 岩手県農業改良資金貸付規則（昭和31年岩手県規則第87号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （貸付資格の認定）  （貸付資格の認定） 

第６条 法第７条の資金の貸付けを受けることが適当である旨

の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）

は、別に定める様式による農業改良措置計画認定申請書に別

に定める様式による借入申込希望書及び経営改善資金計画書

を添えて、所管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「

局長」という。）に提出しなければならない。 

第６条 法第７条の資金の貸付けを受けることが適当である旨

の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）

は、別に定める様式による農業改良措置計画認定申請書に別

に定める様式による借入申込希望書及び経営改善資金計画書

を添えて、所管する広域振興局長（以下「局長」という。）

に提出しなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （技能職員等の給与に関する規則の一部改正） 

第７条 技能職員等の給与に関する規則（昭和32年岩手県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第７条の８ 特殊自動車運転作業手当は、広域振興局若しくは

広域振興局総合支局の土木部、地方振興局土木部若しくは土

木事務所、農業研究センター又は農業大学校に勤務する職員

第７条の８ 特殊自動車運転作業手当は、広域振興局土木部、

農業研究センター又は農業大学校に勤務する職員が、次に掲

げる作業に従事したときに、支給する。 



  

 が、次に掲げる作業に従事したときに、支給する。  

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県自治紛争処理規則の一部改正） 

第８条 岩手県自治紛争処理規則（昭和32年岩手県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （庶務）  （庶務） 

第13条 委員に関する庶務は、地域振興部市町村課において処

理する。 

第13条 委員に関する庶務は、政策地域部市町村課において処

理する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （公舎の管理及び使用に関する規則の一部改正） 

第９条 公舎の管理及び使用に関する規則（昭和33年岩手県規則第58号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （管理人）  （管理人） 

第４条の２ ［略］ 第４条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 知事、広域振興局長、地方振興局長、東京事務所長又は県

立学校長は、管理人の公舎料を低減し、又は無償とすること

がある。 

３ 知事、広域振興局長、東京事務所長又は県立学校長は、管

理人の公舎料を低減し、又は無償とすることがある。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （県立自然公園条例施行規則の一部改正） 

第10条 県立自然公園条例施行規則（昭和34年岩手県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （特別地域内における行為の許可申請）  （特別地域内における行為の許可申請） 

第４条 条例第10条第４項の規定による許可を受けようとする

者は、次の表の左欄に掲げる条例の規定による行為の種類に

従い、同表の中欄に掲げる申請書に、同表右欄に掲げる書類

を添えて所管する広域振興局長又は地方振興局長に提出しな

ければならない。 

第４条 条例第10条第４項の規定による許可を受けようとする

者は、次の表の左欄に掲げる条例の規定による行為の種類に

従い、同表の中欄に掲げる申請書に、同表右欄に掲げる書類

を添えて所管する広域振興局長に提出しなければならない。

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第16号から様式第33号までの様式中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （農業近代化資金利子補給規則の一部改正） 

第11条 農業近代化資金利子補給規則（昭和36年岩手県規則第58号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （利子補給の承認申請）  （利子補給の承認申請） 

第５条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けよう

とする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代

第５条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けよう

とする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代



  

化資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管する広域振

興局長又は地方振興局長（当該融資を受けようとする者が法

第２条第１項第３号に規定する農業協同組合連合会又は農業

近代化資金融通法施行令（昭和36年政令第346号）第１条第

２号に規定する農業協同組合中央会、同条第３号に規定する

農業共済組合連合会、同条第４号に規定する土地改良区連合

、同条第５号に規定するたばこ耕作組合、同条第７号に規定

する一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは同条第８号

に規定する株式会社（別に定めるものに限る。）であるとき

は、知事。以下「知事等」という。）に提出しなければなら

ない。 

化資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管する広域振

興局長（当該融資を受けようとする者が法第２条第１項第３

号に規定する農業協同組合連合会又は農業近代化資金融通法

施行令（昭和36年政令第346号）第１条第２号に規定する農

業協同組合中央会、同条第３号に規定する農業共済組合連合

会、同条第４号に規定する土地改良区連合、同条第５号に規

定するたばこ耕作組合、同条第７号に規定する一般社団法人

若しくは一般財団法人若しくは同条第８号に規定する株式会

社（別に定めるものに限る。）であるときは、知事。以下「

知事等」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、知事に提出するときは、所管する広

域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局の長を経由し

なければならない。 

２ 前項の場合において、知事に提出するときは、所管する広

域振興局長を経由しなければならない。 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 

 ［略］ 

  岩手県知事        様 

  （     振興局長） 

 ［略］ 

 ［略］ 

  岩手県知事        様 

  （  広域振興局長） 

 ［略］ 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

 ［略］ 

岩手県知事                 

  （     振興局長）氏      名印  

 ［略］ 

 ［略］ 

岩手県知事                

  （  広域振興局長）氏      名印  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （建設業法施行細則の一部改正） 

第12条 建設業法施行細則（昭和37年岩手県規則第43号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （申請書等の提出）  （申請書等の提出） 

第２条 法及び省令の規定による申請書及び届書は、建設業者

の主たる営業所の所在地を所管する広域振興局、広域振興局

総合支局又は地方振興局の長を経由しなければならない。 

第２条 法及び省令の規定による申請書及び届書は、建設業者

の主たる営業所の所在地を所管する広域振興局長を経由しな

ければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （保健所手数料免除規則の一部改正） 

第13条 保健所手数料免除規則（昭和37年岩手県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（申請書等） （申請書等） 

第３条 手数料の免除を受けようとする者は、別に定める様式

による保健所手数料免除申請書を、当該申請をする者が前条

第３条 手数料の免除を受けようとする者は、別に定める様式

による保健所手数料免除申請書を、当該申請をする者が前条



  

各号に規定する者にあっては所管する広域振興局長又は地方

振興局長に、その他の者にあっては所管する広域振興局、広

域振興局総合支局又は地方振興局の長を経由して知事に提出

しなければならない。 

各号に規定する者にあっては所管する広域振興局長に、その

他の者にあっては所管する広域振興局長を経由して知事に提

出しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県漁港管理条例施行規則の一部改正） 

第14条 岩手県漁港管理条例施行規則（昭和39年岩手県規則第10号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （甲種漁港施設の滅失等の届出）  （甲種漁港施設の滅失等の届出） 

第２条 条例第３条第２項の規定による届出をしようとする者

は、甲種漁港施設滅失（損傷）届（様式第１号）を所管地方

振興局長に提出しなければならない。 

第２条 条例第３条第２項の規定による届出をしようとする者

は、甲種漁港施設滅失（損傷）届（様式第１号）を所管広域

振興局長（以下「局長」という。）に提出しなければならな

い。 

 （指定区域内における工作物の新築の承認申請等）  （指定区域内における工作物の新築の承認申請等） 

第３条 条例第４条第１項の規定による承認を受けようとする

者は、指定区域内工作物新築等承認申請書（様式第２号）を

所管地方振興局長に提出しなければならない。 

第３条 条例第４条第１項の規定による承認を受けようとする

者は、指定区域内工作物新築等承認申請書（様式第２号）を

局長に提出しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （危険物等の荷役の許可申請等）  （危険物等の荷役の許可申請等） 

第４条 条例第６条第２項の規定による許可を受けようとする

者は、危険物等荷役許可申請書（様式第３号）を所管地方振

興局長に提出しなければならない。 

第４条 条例第６条第２項の規定による許可を受けようとする

者は、危険物等荷役許可申請書（様式第３号）を局長に提出

しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （陸揚輸送及び出漁準備区域における停係泊の承認申請）  （陸揚輸送及び出漁準備区域における停係泊の承認申請） 

第５条 条例第９条第３項ただし書の規定による承認を受けよ

うとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域における停（係）

泊承認申請書（様式第４号）を所管地方振興局長に提出しな

ければならない。 

第５条 条例第９条第３項ただし書の規定による承認を受けよ

うとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域における停（係）

泊承認申請書（様式第４号）を局長に提出しなければならな

い。 

 （甲種漁港施設の使用の届出）  （甲種漁港施設の使用の届出） 

第６条 条例第10条の規定による届出をしようとする者は、甲

種漁港施設使用届（様式第５号）を所管地方振興局長に提出

しなければならない。 

第６条 条例第10条の規定による届出をしようとする者は、甲

種漁港施設使用届（様式第５号）を局長に提出しなければな

らない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （占用等の許可申請）  （占用等の許可申請） 

第７条 条例第11条第１項の規定による許可を受けようとする

者は、甲種漁港施設占用等許可申請書（様式第６号）を所管

地方振興局長に提出しなければならない。 

第７条 条例第11条第１項の規定による許可を受けようとする

者は、甲種漁港施設占用等許可申請書（様式第６号）を局長

に提出しなければならない。 

２ 条例第12条第１項の規定による許可を受けようとする者は

、レクリエーション等（指定漁港）施設使用許可申請書（様

式第７号）を所管地方振興局長に提出しなければならない。

２ 条例第12条第１項の規定による許可を受けようとする者は

、レクリエーション等（指定漁港）施設使用許可申請書（様

式第７号）を局長に提出しなければならない。 



  

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （船舶の一時的な使用の届出）  （船舶の一時的な使用の届出） 

第７条の２ 条例第12条の２の規定による届出をしようとする

者は、漁港施設一時使用届（様式第８号）を所管地方振興局

長に提出しなければならない。 

第７条の２ 条例第12条の２の規定による届出をしようとする

者は、漁港施設一時使用届（様式第８号）を局長に提出しな

ければならない。 

 （減免等の基準）  （減免等の基準） 

第９条 条例第13条第３項（第14条第２項において準用する場

合を含む。）の規定により占用料等又は採取料等の減免につ

き特別の理由があると認める場合は、次の基準によるものと

する。 

第９条 条例第13条第３項（第14条第２項において準用する場

合を含む。）の規定により占用料等又は採取料等の減免につ

き特別の理由があると認める場合は、次の基準によるものと

する。 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 前各号に掲げる場合のほか、県の行政遂行上特に必要

があると知事又は所管地方振興局長が認めたとき。 

 (６) 前各号に掲げる場合のほか、県の行政遂行上特に必要

があると知事又は局長が認めたとき。 

 （減免申請）  （減免申請） 

第９条の３ 条例第13条第３項（第14条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定により占用料等又は採取料等の減免

を受けようとする者は、占用料等（採取料等）減免申請書（

様式第９号）を第７条第１項若しくは第２項又は漁港漁場整

備法施行細則（昭和48年岩手県規則第７号）第６条第２号若

しくは第４号の許可申請書に添付して知事又は所管地方振興

局長に提出しなければならない。第７条第３項又は漁港漁場

整備法施行細則第８条第２項の規定により許可の有効期間満

了後継続して第７条第１項若しくは第２項又は漁港漁場整備

法施行細則第６条第２号若しくは第４号の許可申請書を提出

する場合も同様とする。 

第９条の３ 条例第13条第３項（第14条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定により占用料等又は採取料等の減免

を受けようとする者は、占用料等（採取料等）減免申請書（

様式第９号）を第７条第１項若しくは第２項又は漁港漁場整

備法施行細則（昭和48年岩手県規則第７号）第６条第２号若

しくは第４号の許可申請書に添付して知事又は局長に提出し

なければならない。第７条第３項又は漁港漁場整備法施行細

則第８条第２項の規定により許可の有効期間満了後継続して

第７条第１項若しくは第２項又は漁港漁場整備法施行細則第

６条第２号若しくは第４号の許可申請書を提出する場合も同

様とする。 

 （入出港の届出）  （入出港の届出） 

第10条 ［略］ 第10条 ［略］ 

２ 条例第15条第１項の規定による届出をしようとする者は入

出港届（様式第10号（国際航海に従事する船舶に係るものに

あっては、漁港漁場整備法施行規則（昭和26年農林省令第47

号）第８条の２に規定する様式））を、条例第15条第２項の

規定による報告をしようとする者は入出港状況報告書（様式

第11号）を所管地方振興局長に提出しなければならない。 

２ 条例第15条第１項の規定による届出をしようとする者は入

出港届（様式第10号（国際航海に従事する船舶に係るものに

あっては、漁港漁場整備法施行規則（昭和26年農林省令第47

号）第８条の２に規定する様式））を、条例第15条第２項の

規定による報告をしようとする者は入出港状況報告書（様式

第11号）を局長に提出しなければならない。 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 



  

 注 添付書類  注 添付書類 

   一般平面図、求積図、設計図、構造図、利害関係者の

同意書その他地方振興局長が必要と認める書類 

   一般平面図、求積図、設計図、構造図、利害関係者の

同意書その他広域振興局長が必要と認める書類 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第３号から様式第５号までの様式中「   地方振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第６号（第７条、第９条の３関係） 様式第６号（第７条、第９条の３関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 注１ 一般平面図、求積図、設計図、構造図その他地方振

興局長が必要と認める書類を添付してください。 

 注１ 一般平面図、求積図、設計図、構造図その他広域振

興局長が必要と認める書類を添付してください。 

  ２ ［略］   ２ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第７条関係） 様式第７号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 注１ 誓約書、船舶安全法（昭和８年法律第11号）第９条

第１項に規定する船舶検査証書及び小型船舶登録規則

（平成14年国土交通省令第４号）第９号様式に規定す

る小型船舶登録事項通知書（登録済の場合に限る。）

の写し、住民票抄本（申請者が岩手県外に住所を有す

る場合に限る。）、登記簿抄本（申請者が法人である

場合に限る。）、航行予定区域を示す図面その他地方

振興局長が必要と認める書類を添付してください。 

 注１ 誓約書、船舶安全法（昭和８年法律第11号）第９条

第１項に規定する船舶検査証書及び小型船舶登録規則

（平成14年国土交通省令第４号）第９号様式に規定す

る小型船舶登録事項通知書（登録済の場合に限る。）

の写し、住民票抄本（申請者が岩手県外に住所を有す

る場合に限る。）、登記簿抄本（申請者が法人である

場合に限る。）、航行予定区域を示す図面その他広域

振興局長が必要と認める書類を添付してください。 

 注２ ［略］   ２ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第８号から様式第11号までの様式中「   地方振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （用品調達基金条例施行規則の一部改正） 

第15条 用品調達基金条例施行規則（昭和39年岩手県規則第17号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 広域振興局等 広域振興局及び地方振興局をいう。  

 (４) 出納局長等 出納局長又は広域振興局等の長をいう。  (３) 出納局長等 出納局長又は広域振興局長をいう。 



  

 (５) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた広域

振興局総務部又は地方振興局企画総務部の出納員をいう。

 (４) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた広域

振興局経営企画部（県南広域振興局にあっては、総務部）

の出納員をいう。 

 (６) ［略］  (５) ［略］ 

 （集中調達）  （集中調達） 

第６条 出納局長は、広域振興局等で購入する用品について、

集中的に購入することにより効率的な調達を図る必要がある

と認めるときは、品目を選定して、毎年２月末日までに広域

振興局等の長に通知しなければならない。 

第６条 出納局長は、広域振興局で購入する用品について、集

中的に購入することにより効率的な調達を図る必要があると

認めるときは、品目を選定して、毎年２月末日までに広域振

興局長に通知しなければならない。 

２ 広域振興局等の長は、前項の規定により通知を受けたとき

は、当該品目に係る所要数量を取りまとめの上、毎四半期の

初日前20日までに出納局長に報告しなければならない。 

２ 広域振興局長は、前項の規定により通知を受けたときは、

当該品目に係る所要数量を取りまとめの上、毎四半期の初日

前20日までに出納局長に報告しなければならない。 

 （検収の依頼）  （検収の依頼） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の規定により依頼を受けた物品管理者は、物品検収

員に会計規則第186条第２項の規定により検収を行わせ、同

項に規定する検収印及び物品検収員の認印を押した納品書又

は引渡書を出納局長等に送付しなければならない。 

３ 前２項の規定により依頼を受けた物品管理者は、物品検収

員に会計規則第186条第３項の規定により検収を行わせ、同

項に規定する検収印及び物品検収員の認印を押した納品書又

は引渡書を出納局長等に送付しなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

 （集中調達用品の払出し）  （集中調達用品の払出し） 

第11条 出納局長は、第６条第２項の規定により広域振興局等

の長から報告を受けたときは、当該用品を購入し、広域振興

局等の長に交付しなければならない。 

第11条 出納局長は、第６条第２項の規定により広域振興局長

から報告を受けたときは、当該用品を購入し、広域振興局長

に交付しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （森林病害虫等防除法施行細則の一部改正） 

第16条 森林病害虫等防除法施行細則（昭和39年岩手県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （損失補償の申請）  （損失補償の申請） 

第５条 法第８条第１項の補償を受けようとする者は、森林病

害虫等駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒駆除）補償申請書（様

式第４号）により所管する広域振興局長又は地方振興局長（

以下「局長」という。）に申請しなければならない。 

第５条 法第８条第１項の補償を受けようとする者は、森林病

害虫等駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒駆除）補償申請書（様

式第４号）により所管する広域振興局長に申請しなければな

らない。 

 （発生の報告）  （発生の報告） 

第７条 法第12条の規定により通報を受けた市町村長は、その

被害状況を森林（樹木、伐採木、苗畑）病害虫等発生報告書

（様式第６号）により所管する局長に報告しなければならな

い。 

第７条 法第12条の規定により通報を受けた市町村長は、その

被害状況を森林（樹木、伐採木、苗畑）病害虫等発生報告書

（様式第６号）により所管する広域振興局長に報告しなけれ

ばならない。 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 



  

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印  

 ［略］  ［略］ 

 備考１ 命ぜられた措置を完了したときは、別紙森林（樹

木、苗畑）病害虫等駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒

駆除）実施届により、所管する広域振興局長又は地

方振興局長に届け出てください。 

 備考１ 命ぜられた措置を完了したときは、別紙森林（樹

木、苗畑）病害虫等駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒

駆除）実施届により、所管する広域振興局長に届け

出てください。 

   ２ 命ぜられた措置を完了し、法第８条第１項の損失

の補償を受けようとするときは、別紙森林病害虫等

駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒駆除）補償申請書に

より、所管する広域振興局長又は地方振興局長に申

請してください。 

   ２ 命ぜられた措置を完了し、法第８条第１項の損失

の補償を受けようとするときは、別紙森林病害虫等

駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒駆除）補償申請書に

より、所管する広域振興局長に申請してください。 

   ３ ［略］    ３ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

 ［略］  ［略］ 

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印  

 ［略］  ［略］ 

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

 ［略］  ［略］ 

 備考１ 指示された措置を完了したときは、別紙森林（樹

木、苗畑）病害虫等駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒

駆除）実施届により、所管する広域振興局長又は地

方振興局長に届け出てください。 

 備考１ 指示された措置を完了したときは、別紙森林（樹

木、苗畑）病害虫等駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒

駆除）実施届により、所管する広域振興局長に届け

出てください。 

   ２ 指示された措置を完了し法第８条第１項の損失の

補償を受けようとするときは、別紙森林病害虫等駆

除（特別伐倒駆除、補完伐倒駆除）補償申請書によ

り、所管する広域振興局長又は地方振興局長に申請

してください。 

   ２ 指示された措置を完了し、法第８条第１項の損失

の補償を受けようとするときは、別紙森林病害虫等

駆除（特別伐倒駆除、補完伐倒駆除）補償申請書に

より、所管する広域振興局長に申請してください。 

   ３ ［略］    ３ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第４号から様式第６号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （県営林造成基金及び公営林造成基金管理規則の一部改正） 

第17条 県営林造成基金及び公営林造成基金管理規則（昭和39年岩手県規則第95号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （県有林の管理）  （県有林の管理） 

第４条 森林保全課総括課長（以下「課長」という。）、広域

振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）は、知

事の策定する経営計画に基づいて県有林の造成を行うほか、

県有林の管理のため、次に掲げる事務を行わなければならな

第４条 森林保全課総括課長（以下「課長」という。）又は広

域振興局長（以下「局長」という。）は、知事の策定する経

営計画に基づいて県有林の造成を行うほか、県有林の管理の

ため、次に掲げる事務を行わなければならない。 



  

い。  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県港湾施設管理条例施行規則の一部改正） 

第18条 岩手県港湾施設管理条例施行規則（昭和40年岩手県規則第85号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （港湾施設の滅失等の届出）  （港湾施設の滅失等の届出） 

第２条 条例第４条の規定による届出をしようとする者は、別

に定める様式による港湾施設滅失（損傷）届を所管する広域

振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）に提出

しなければならない。 

第２条 条例第４条の規定による届出をしようとする者は、別

に定める様式による港湾施設滅失（損傷）届を所管する広域

振興局長（以下「局長」という。）に提出しなければならな

い。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正） 

第19条 母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和41年岩手県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （貸付けの申請）  （貸付けの申請） 

第２条 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号。以下「

法」という。）第13条第１項及び改正政令附則第４条第１項

に規定する資金（以下「母子福祉資金」という。）の貸付け

を受けようとする者（以下この章において「申請者」という

。）は、母子福祉資金貸付申請書（様式第１号のア）に次に

掲げる書類を添えて広域振興局長又は地方振興局長（以下「

広域振興局長等」という。）に提出しなければならない。 

第２条 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号。以下「

法」という。）第13条第１項及び改正政令附則第４条第１項

に規定する資金（以下「母子福祉資金」という。）の貸付け

を受けようとする者（以下この章において「申請者」という

。）は、母子福祉資金貸付申請書（様式第１号のア）に次に

掲げる書類を添えて広域振興局長（以下「局長」という。）

に提出しなければならない。 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、広域振興局長等が必要と

認める書類 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類

２ 母子福祉資金の貸付けを受けようとする法附則第３条に規

定する父母のない児童は、前項各号（第２号を除く。）に規

定する書類に母子福祉資金借受資格証明（様式第６号のイ）

を添えて広域振興局長等に提出しなければならない。 

２ 母子福祉資金の貸付けを受けようとする法附則第３条に規

定する父母のない児童は、前項各号（第２号を除く。）に規

定する書類に母子福祉資金借受資格証明（様式第６号のイ）

を添えて局長に提出しなければならない。 

（保証人の資格） （保証人の資格） 

第４条 政令第９条第１項の規定による保証人は、次に掲げる

要件を備えていなければならない。 

第４条 政令第９条第１項の規定による保証人は、次に掲げる

要件を備えていなければならない。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

(２) 県内に１年以上居住し、かつ、原則として申請者の居

住地を所管する広域振興局又は地方振興局の所管区域内に

居住していること。 

(２) 県内に１年以上居住し、かつ、原則として申請者の居

住地を所管する広域振興局の所管区域内に居住しているこ

と。 

（貸付調査書の作成等） （貸付調査書の作成等） 

第５条 広域振興局長等は、第２条の規定による貸付けの申請

があった場合は、速やかに必要な調査を行い、母子福祉資金

第５条 局長は、第２条の規定による貸付けの申請があった場

合は、速やかに必要な調査を行い、母子福祉資金貸付調査書



  

貸付調査書（様式第７号のア）を作成するものとする。 （様式第７号のア）を作成するものとする。 

（貸付けの決定及び通知） （貸付けの決定及び通知） 

第６条 知事又は広域振興局長等は、第２条又は第３条の規定

による申請があったときは、その内容を審査し、母子福祉資

金の貸付けを適当と認めたときは母子福祉資金貸付決定通知

書（様式第７号のイ）により、母子福祉資金の貸付けを不適

当と認めたときは母子福祉資金貸付不承認決定通知書（様式

第８号）により当該申請者に通知するものとする。 

第６条 知事又は局長は、第２条又は第３条の規定による申請

があったときは、その内容を審査し、母子福祉資金の貸付け

を適当と認めたときは母子福祉資金貸付決定通知書（様式第

７号のイ）により、母子福祉資金の貸付けを不適当と認めた

ときは母子福祉資金貸付不承認決定通知書（様式第８号）に

より当該申請者に通知するものとする。 

（据置期間の延長） （据置期間の延長） 

第７条 政令第８条第５項の規定による据置期間の延長を受け

ようとする者は、母子福祉資金据置期間延長申請書（様式第

９号のア）に市町村長の発行する次に掲げる事項を証する書

類を添えて広域振興局長等に提出しなければならない。 

第７条 政令第８条第５項の規定による据置期間の延長を受け

ようとする者は、母子福祉資金据置期間延長申請書（様式第

９号のア）に市町村長の発行する次に掲げる事項を証する書

類を添えて局長に提出しなければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２ 改正政令附則第４条第５項の規定による据置期間の延長を

受けようとする者は、特例児童扶養資金据置期間延長申請書

（様式第９号のイ）に当該申請者の前年及び前々年（当初の

据置期間の最終日の翌日の属する月が１月から７月までの場

合にあっては、前々年及び前々々年）の所得を証明する書類

を添えて広域振興局長等に提出しなければならない。 

２ 改正政令附則第４条第５項の規定による据置期間の延長を

受けようとする者は、特例児童扶養資金据置期間延長申請書

（様式第９号のイ）に当該申請者の前年及び前々年（当初の

据置期間の最終日の翌日の属する月が１月から７月までの場

合にあっては、前々年及び前々々年）の所得を証明する書類

を添えて局長に提出しなければならない。 

３ 広域振興局長等は、第１項の規定による母子福祉資金据置

期間延長申請書又は前項の規定による特例児童扶養資金据置

期間延長申請書を受理したときは、内容を審査し、据置期間

を延長することを適当と認めたときは母子福祉資金償還金据

置期間延長承認決定通知書（様式第９号のウ）により、据置

期間を延長することを不適当と認めたときは母子福祉資金償

還金据置期間延長不承認決定通知書（様式第９号のウ）によ

り当該申請者に通知するものとする。 

３ 局長は、第１項の規定による母子福祉資金据置期間延長申

請書又は前項の規定による特例児童扶養資金据置期間延長申

請書を受理したときは、内容を審査し、据置期間を延長する

ことを適当と認めたときは母子福祉資金償還金据置期間延長

承認決定通知書（様式第９号のウ）により、据置期間を延長

することを不適当と認めたときは母子福祉資金償還金据置期

間延長不承認決定通知書（様式第９号のウ）により当該申請

者に通知するものとする。 

（借用書の提出） （借用書の提出） 

第８条 母子福祉資金借用書（様式第10号。以下「借用書」と

いう。）は、母子福祉資金の貸付決定を受けた者（以下この

章において「借受者」という。）にあっては広域振興局長等

に、母子福祉資金の貸付決定を受けた母子福祉団体（以下こ

の章において「借受団体」という。）にあっては知事に、貸

付決定を受けた日から30日以内に提出しなければならない。

第８条 母子福祉資金借用書（様式第10号。以下「借用書」と

いう。）は、母子福祉資金の貸付決定を受けた者（以下この

章において「借受者」という。）にあっては局長に、母子福

祉資金の貸付決定を受けた母子福祉団体（以下この章におい

て「借受団体」という。）にあっては知事に、貸付決定を受

けた日から30日以内に提出しなければならない。 

 （保証人の変更）  （保証人の変更） 

第９条 借受者は、政令第９条第１項の規定による保証人を変

更しようとするとき、又は保証人が死亡したときは、速やか

に保証人変更届（様式第11号）に保証書を添えて広域振興局

長等に提出しなければならない。 

第９条 借受者は、政令第９条第１項の規定による保証人を変

更しようとするとき、又は保証人が死亡したときは、速やか

に保証人変更届（様式第11号）に保証書を添えて局長に提出

しなければならない。 

 （母子福祉資金貸付金の増額）  （母子福祉資金貸付金の増額） 



  

第10条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特

例児童扶養資金の借受者は、その母子福祉資金貸付金の額が

政令第７条第３号から第５号まで若しくは第８号又は改正政

令附則第４条第２項の規定による限度額に満たない場合にお

いて、特別の事由により増額を必要とするときは、その限度

額の範囲内において母子福祉資金貸付金の増額を母子福祉資

金増額申請書（様式第12号）に保証人の保証書を添えて広域

振興局長等に申請することができる。 

第10条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特

例児童扶養資金の借受者は、その母子福祉資金貸付金の額が

政令第７条第３号から第５号まで若しくは第８号又は改正政

令附則第４条第２項の規定による限度額に満たない場合にお

いて、特別の事由により増額を必要とするときは、その限度

額の範囲内において母子福祉資金貸付金の増額を母子福祉資

金増額申請書（様式第12号）に保証人の保証書を添えて局長

に申請することができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （母子福祉資金貸付金の辞退及び減額）  （母子福祉資金貸付金の辞退及び減額） 

第11条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特

例児童扶養資金の借受者は、広域振興局長等に将来に向かっ

て母子福祉資金貸付金を受けることを辞退し、又は母子福祉

資金貸付金を減額することを申し出るときは、母子福祉資金

貸付辞退（減額）申出書（様式第13号。以下「辞退（減額）

申出書」という。）によらなければならない。 

第11条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特

例児童扶養資金の借受者は、局長に将来に向かって母子福祉

資金貸付金を受けることを辞退し、又は母子福祉資金貸付金

を減額することを申し出るときは、母子福祉資金貸付辞退（

減額）申出書（様式第13号。以下「辞退（減額）申出書」と

いう。）によらなければならない。 

 （償還期限又は償還方法の変更）  （償還期限又は償還方法の変更） 

第12条 借受者又は借受団体は、母子福祉資金貸付金の償還期

限又は償還方法の変更を受けようとするときは、母子福祉資

金償還期限（償還方法）変更願（様式第15号。以下「変更願

」という。）を知事又は広域振興局長等に提出しなければな

らない。 

第12条 借受者又は借受団体は、母子福祉資金貸付金の償還期

限又は償還方法の変更を受けようとするときは、母子福祉資

金償還期限（償還方法）変更願（様式第15号。以下「変更願

」という。）を知事又は局長に提出しなければならない。 

２ 知事又は広域振興局長等は、前項の規定による変更願を受

理したときは、内容を審査し、変更することを適当と認めた

ときは母子福祉資金償還期限（償還方法）変更承認通知書（

様式第16号）により、変更することを不適当と認めたときは

母子福祉資金償還期限（償還方法）変更不承認通知書（様式

第16号）により通知するものとする。 

２ 知事又は局長は、前項の規定による変更願を受理したとき

は、内容を審査し、変更することを適当と認めたときは母子

福祉資金償還期限（償還方法）変更承認通知書（様式第16号

）により、変更することを不適当と認めたときは母子福祉資

金償還期限（償還方法）変更不承認通知書（様式第16号）に

より通知するものとする。 

 （繰上償還）  （繰上償還） 

第13条 政令第８条第３項ただし書の規定による繰上償還をし

ようとするときは、母子福祉資金繰上償還申出書（様式第17

号）を、借受者にあっては広域振興局長等に、借受団体にあ

っては知事に提出しなければならない。 

第13条 政令第８条第３項ただし書の規定による繰上償還をし

ようとするときは、母子福祉資金繰上償還申出書（様式第17

号）を、借受者にあっては局長に、借受団体にあっては知事

に提出しなければならない。 

 （一時償還の請求）  （一時償還の請求） 

第14条 知事又は広域振興局長等は、政令第16条（改正政令附

則第４条第10項において準用する場合を含む。）の規定によ

り母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき一時償還の請求

を決定したときは、母子福祉資金一時償還請求書（様式第18

号）により請求するものとする。 

第14条 知事又は局長は、政令第16条（改正政令附則第４条第

10項において準用する場合を含む。）の規定により母子福祉

資金貸付金の全部又は一部につき一時償還の請求を決定した

ときは、母子福祉資金一時償還請求書（様式第18号）により

請求するものとする。 

 （違約金徴収免除の申請等）  （違約金徴収免除の申請等） 

第15条 借受者は、政令第17条ただし書の規定による違約金の 第15条 借受者は、政令第17条ただし書の規定による違約金の



  

 徴収の免除を受けようとするときは、母子福祉資金違約金徴

収免除申請書（様式第19号のア。以下「違約金徴収免除申請

書」という。）に同条ただし書に該当することを証する書類

を添えて、広域振興局長等に提出しなければならない。 

 徴収の免除を受けようとするときは、母子福祉資金違約金徴

収免除申請書（様式第19号のア。以下「違約金徴収免除申請

書」という。）に同条ただし書に該当することを証する書類

を添えて、局長に提出しなければならない。 

２ 広域振興局長等は、前項の規定による違約金徴収免除申請

書を受理したときは、内容を審査し、免除することを適当と

認めたときは母子福祉資金違約金徴収免除承認決定通知書（

様式第19号のイ）により、免除することを不適当と認めたと

きは母子福祉資金違約金徴収免除不承認決定通知書（様式第

19号のイ）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 局長は、前項の規定による違約金徴収免除申請書を受理し

たときは、内容を審査し、免除することを適当と認めたとき

は母子福祉資金違約金徴収免除承認決定通知書（様式第19号

のイ）により、免除することを不適当と認めたときは母子福

祉資金違約金徴収免除不承認決定通知書（様式第19号のイ）

により当該申請者に通知するものとする。 

 （償還金の支払猶予の申請等）  （償還金の支払猶予の申請等） 

第15条の２ 政令第19条第１項又は改正政令附則第４条第８項

の規定による償還金の支払猶予を受けようとするときは、母

子福祉資金支払猶予申請書（様式第20号。以下「支払猶予申

請書」という。）に同項各号に該当することを証する書類を

添えて、借受者にあっては広域振興局長等に、借受団体にあ

っては知事に提出しなければならない。 

第15条の２ 政令第19条第１項又は改正政令附則第４条第８項

の規定による償還金の支払猶予を受けようとするときは、母

子福祉資金支払猶予申請書（様式第20号。以下「支払猶予申

請書」という。）に同項各号に該当することを証する書類を

添えて、借受者にあっては局長に、借受団体にあっては知事

に提出しなければならない。 

２ 知事又は広域振興局長等は、前項の規定による支払猶予申

請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の支払猶

予をすることを適当と認めたときは母子福祉資金支払猶予決

定通知書（様式第21号）により、償還金の支払猶予をするこ

とを不適当と認めたときは母子福祉資金支払猶予不承認決定

通知書（様式第21号）により当該申請者に通知するものとす

る。 

２ 知事又は局長は、前項の規定による支払猶予申請書を受理

したときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予をするこ

とを適当と認めたときは母子福祉資金支払猶予決定通知書（

様式第21号）により、償還金の支払猶予をすることを不適当

と認めたときは母子福祉資金支払猶予不承認決定通知書（様

式第21号）により当該申請者に通知するものとする。 

 （借受者等の氏名、住所等の変更の届出）  （借受者等の氏名、住所等の変更の届出） 

第17条 借受者、連帯借受者若しくは保証人又は借受団体の理

事の氏名又は住所の変更があったときは、氏名（住所）変更

届（様式第26号）を、借受者にあっては広域振興局長等に、

借受団体にあっては知事に提出しなければならない。 

第17条 借受者、連帯借受者若しくは保証人又は借受団体の理

事の氏名又は住所の変更があったときは、氏名（住所）変更

届（様式第26号）を、借受者にあっては局長に、借受団体に

あっては知事に提出しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （休学等の届出）  （休学等の届出） 

第18条 修学資金の借受者は、当該資金の貸付けを受けて修学

している者が、休学し、停学し、又は復学したときは、速や

かに休学（停学、復学）届（様式第28号）を広域振興局長等

に提出しなければならない。この場合において、休学期間中

も引き続いて修学資金の交付を受けようとするときは、その

理由書を添えなければならない。 

第18条 修学資金の借受者は、当該資金の貸付けを受けて修学

している者が、休学し、停学し、又は復学したときは、速や

かに休学（停学、復学）届（様式第28号）を局長に提出しな

ければならない。この場合において、休学期間中も引き続い

て修学資金の交付を受けようとするときは、その理由書を添

えなければならない。 

 （死亡の届出）  （死亡の届出） 

第19条 保証人又は連帯借受者は、借受者が死亡したときは、

速やかに死亡届（様式第29号）を広域振興局長等に提出しな

ければならない。 

第19条 保証人又は連帯借受者は、借受者が死亡したときは、

速やかに死亡届（様式第29号）を局長に提出しなければなら

ない。 



  

 （修学資金又は修業資金の継続貸付け）  （修学資金又は修業資金の継続貸付け） 

第20条 修学資金又は修業資金の借受者である配偶者のない女

子が死亡した場合において、連帯借受者が法第13条第３項の

規定により当該資金を継続して借り受けようとするときは、

母子福祉資金継続貸付申請書（様式第30号のア。以下「継続

貸付申請書」という。）に母子福祉資金借受資格証明を添え

て広域振興局長等に提出しなければならない。 

第20条 修学資金又は修業資金の借受者である配偶者のない女

子が死亡した場合において、連帯借受者が法第13条第３項の

規定により当該資金を継続して借り受けようとするときは、

母子福祉資金継続貸付申請書（様式第30号のア。以下「継続

貸付申請書」という。）に母子福祉資金借受資格証明を添え

て局長に提出しなければならない。 

２ 広域振興局長等は、前項の規定による継続貸付申請書を受

理したときは、内容を審査し、継続して貸し付けることを適

当と認めたときは母子福祉資金継続貸付承認決定通知書（様

式第30号のイ）により、継続して貸し付けることを不適当と

認めたときは母子福祉資金継続貸付不承認決定通知書（様式

第30号のイ）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 局長は、前項の規定による継続貸付申請書を受理したとき

は、内容を審査し、継続して貸し付けることを適当と認めた

ときは母子福祉資金継続貸付承認決定通知書（様式第30号の

イ）により、継続して貸し付けることを不適当と認めたとき

は母子福祉資金継続貸付不承認決定通知書（様式第30号のイ

）により当該申請者に通知するものとする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （貸付けの停止）  （貸付けの停止） 

第21条 借受者は、政令第12条第１項各号、第２項各号若しく

は第３項各号又は改正政令附則第10条第６項各号に該当する

とき（第19条に規定する場合を除く。）は、母子福祉資金借

受者資格喪失届（様式第31号）を広域振興局長等に提出しな

ければならない。 

第21条 借受者は、政令第12条第１項各号、第２項各号若しく

は第３項各号又は改正政令附則第10条第６項各号に該当する

とき（第19条に規定する場合を除く。）は、母子福祉資金借

受者資格喪失届（様式第31号）を局長に提出しなければなら

ない。 

２ 広域振興局長等は、前項の届出を受理した場合において貸

付けの停止を決定したときは、母子福祉資金貸付停止決定通

知書（様式第32号）により借受者に通知しなければならない

。 

２ 局長は、前項の届出を受理した場合において貸付けの停止

を決定したときは、母子福祉資金貸付停止決定通知書（様式

第32号）により借受者に通知しなければならない。 

第22条 広域振興局長等は、政令第13条の規定に基づき貸付け

の停止を決定したときは、母子福祉資金貸付停止決定通知書

（様式第32号）により借受者に通知するものとする。 

第22条 局長は、政令第13条の規定に基づき貸付けの停止を決

定したときは、母子福祉資金貸付停止決定通知書（様式第32

号）により借受者に通知するものとする。 

 （知識技能習得先変更の届出等）  （知識技能習得先変更の届出等） 

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定

める書類を、借受者にあっては広域振興局長等に、借受団体

にあっては知事に提出しなければならない。 

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定

める書類を、借受者にあっては局長に、借受団体にあっては

知事に提出しなければならない。 

(１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

（書類の経由）  （書類の経由） 

第24条 この規則により知事に提出する申請書、届書その他の

書類（以下「申請書等」という。）は、広域振興局長等（県

の区域外に居住する者にあっては、県内の最後の居住地の広

域振興局長等。次項において同じ。）を経由しなければなら

ない。この場合において、市の区域内に居住する者に係る申

請書等は社会福祉法（昭和26年法律第45号）第14条第１項の

規定による当該市の福祉事務所の長（以下「当該市の福祉事

務所長」という。）を、町村の区域に居住する者に係る申請

第24条 この規則により知事に提出する申請書、届書その他の

書類（以下「申請書等」という。）は、局長（県の区域外に

居住する者にあっては、県内の最後の居住地の局長。次項に

おいて同じ。）を経由しなければならない。この場合におい

て、市の区域内に居住する者に係る申請書等は社会福祉法（

昭和26年法律第45号）第14条第１項の規定による当該市の福

祉事務所の長（以下「当該市の福祉事務所長」という。）を

、町村の区域に居住する者に係る申請書等は当該町村の長を



  

 書等は当該町村の長を経由したものでなければならない。  経由したものでなければならない。 

２ この規則により広域振興局長等に提出する申請書等は、市

の区域内に居住する者にあっては当該市の福祉事務所長を、

町村の区域に居住する者にあっては当該町村の長を経由しな

ければならない。 

２ この規則により局長に提出する申請書等は、市の区域内に

居住する者にあっては当該市の福祉事務所長を、町村の区域

に居住する者にあっては当該町村の長を経由しなければなら

ない。 

３ この規則により知事が交付する通知書及び請求書（以下「

通知書等」という。）は広域振興局長等を、広域振興局長等

が交付する通知書等は当該市町村長を経由するものとする。

３ この規則により知事が交付する通知書及び請求書（以下「

通知書等」という。）は局長を、局長が交付する通知書等は

当該市町村長を経由するものとする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

 （貸付者台帳等）  （貸付者台帳等） 

第26条 母子福祉資金貸付金の貸付け及び償還金の状況を明ら

かにするため、知事は借受団体に係る母子福祉資金貸付台帳

（様式第37号のア）を、広域振興局長等は借受者に係る貸付

者台帳（様式第37号のイ）及び債権管理簿（様式第37号のウ

）を備えておいて整理するものとする。 

第26条 母子福祉資金貸付金の貸付け及び償還金の状況を明ら

かにするため、知事は借受団体に係る母子福祉資金貸付台帳

（様式第37号のア）を、局長は借受者に係る貸付者台帳（様

式第37号のイ）及び債権管理簿（様式第37号のウ）を備えて

おいて整理するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （貸付けの申請）  （貸付けの申請） 

第28条 法第32条第１項（法附則第６条第１項において例によ

る場合を含む。）において準用する法第13条第１項に規定す

る資金（以下「寡婦福祉資金」という。）の貸付けを受けよ

うとする者（以下この章において「申請者」という。）は、

寡婦福祉資金貸付申請書（様式第１号のア）に次に掲げる書

類を添えて広域振興局長等に提出しなければならない。 

第28条 法第32条第１項（法附則第６条第１項においてその例

によることとされる場合を含む。）において準用する法第13

条第１項に規定する資金（以下「寡婦福祉資金」という。）

の貸付けを受けようとする者（以下この章において「申請者

」という。）は、寡婦福祉資金貸付申請書（様式第１号のア

）に次に掲げる書類を添えて局長に提出しなければならない

。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、広域振興局長等が必要と

認める書類 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類

 （保証人の資格）  （保証人の資格） 

第30条 政令第38条において準用する政令第９条第１項の規定

による保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならな

い。 

第30条 政令第38条において準用する政令第９条第１項の規定

による保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならな

い。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

(２) 県内に１年以上居住し、かつ、原則として申請者の居

住地を所管する広域振興局又は地方振興局の所管区域内に

居住していること。 

(２) 県内に１年以上居住し、かつ、原則として申請者の居

住地を所管する広域振興局の所管区域内に居住しているこ

と。 

 （貸付調査書の作成等）  （貸付調査書の作成等） 

第31条 広域振興局長等は、第28条の規定による貸付けの申請

があった場合は、速やかに必要な調査を行い、寡婦福祉資金

貸付調査書（様式第７号のア）を作成するものとする。 

第31条 局長は、第28条の規定による貸付けの申請があった場

合は、速やかに必要な調査を行い、寡婦福祉資金貸付調査書

（様式第７号のア）を作成するものとする。 

 （貸付けの決定及び通知）  （貸付けの決定及び通知） 

第32条 知事又は広域振興局長等は、第28条又は第29条の規定 第32条 知事又は局長は、第28条又は第29条の規定による申請



  

 による申請があったときは、その内容を審査し、寡婦福祉資

金の貸付けを適当と認めたときは寡婦福祉資金貸付決定通知

書（様式第７号のイ）により、寡婦福祉資金の貸付けを不適

当と認めたときは寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書（様式

第８号）により当該申請者に通知するものとする。 

 があったときは、その内容を審査し、寡婦福祉資金の貸付け

を適当と認めたときは寡婦福祉資金貸付決定通知書（様式第

７号のイ）により、寡婦福祉資金の貸付けを不適当と認めた

ときは寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書（様式第８号）に

より当該申請者に通知するものとする。 

 （据置期間の延長）  （据置期間の延長） 

第33条 政令第37条第２項において準用する政令第８条第５項

の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、寡婦福

祉資金据置期間延長申請書（様式第９号のア）に市町村長の

発行する次に掲げる事項を証する書類を添えて広域振興局長

等に提出しなければならない。 

第33条 政令第37条第２項において準用する政令第８条第５項

の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、寡婦福

祉資金据置期間延長申請書（様式第９号のア）に市町村長の

発行する次に掲げる事項を証する書類を添えて局長に提出し

なければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２ 広域振興局長等は、前項の規定による寡婦福祉資金据置期

間延長申請書を受理したときは、内容を審査し、据置期間を

延長することを適当と認めたときは寡婦福祉資金償還金据置

期間延長承認決定通知書（様式第９号のウ）により、据置期

間を延長することを不適当と認めたときは寡婦福祉資金償還

金据置期間延長不承認決定通知書（様式第９号のウ）により

当該申請者に通知するものとする。 

２ 局長は、前項の規定による寡婦福祉資金据置期間延長申請

書を受理したときは、内容を審査し、据置期間を延長するこ

とを適当と認めたときは寡婦福祉資金償還金据置期間延長承

認決定通知書（様式第９号のウ）により、据置期間を延長す

ることを不適当と認めたときは寡婦福祉資金償還金据置期間

延長不承認決定通知書（様式第９号のウ）により当該申請者

に通知するものとする。 

 （保証人の変更）  （保証人の変更） 

第34条 寡婦福祉資金の貸付決定を受けた者（以下この章にお

いて「借受者」という。）は、政令第38条において準用する

政令第９条第１項の規定による保証人を変更しようとすると

き、又は保証人が死亡したときは、速やかに保証人変更届（

様式第11号）に保証書を添えて広域振興局長等に提出しなけ

ればならない。 

第34条 寡婦福祉資金の貸付決定を受けた者（以下この章にお

いて「借受者」という。）は、政令第38条において準用する

政令第９条第１項の規定による保証人を変更しようとすると

き、又は保証人が死亡したときは、速やかに保証人変更届（

様式第11号）に保証書を添えて局長に提出しなければならな

い。 

 （寡婦福祉資金貸付金の増額）  （寡婦福祉資金貸付金の増額） 

第35条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借

受者は、その寡婦福祉資金貸付金の額が政令第36条第３号か

ら第５号まで又は第８号の規定による限度額に満たない場合

において、特別の事由により増額を必要とするときは、その

限度額の範囲内において寡婦福祉資金貸付金の増額を寡婦福

祉資金増額申請書（様式第12号）に保証人の保証書を添えて

広域振興局長等に申請することができる。 

第35条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借

受者は、その寡婦福祉資金貸付金の額が政令第36条第３号か

ら第５号まで又は第８号の規定による限度額に満たない場合

において、特別の事由により増額を必要とするときは、その

限度額の範囲内において寡婦福祉資金貸付金の増額を寡婦福

祉資金増額申請書（様式第12号）に保証人の保証書を添えて

局長に申請することができる。 

 （繰上償還）  （繰上償還） 

第36条 政令第37条第２項において準用する政令第８条第３項

ただし書の規定による繰上償還をしようとするときは、寡婦

福祉資金繰上償還申出書（様式第17号）を、借受者にあって

は広域振興局長等に、寡婦福祉資金の貸付決定を受けた福祉

団体（以下この章において「借受団体」という。）にあって

は知事に提出しなければならない。 

第36条 政令第37条第２項において準用する政令第８条第３項

ただし書の規定による繰上償還をしようとするときは、寡婦

福祉資金繰上償還申出書（様式第17号）を、借受者にあって

は局長に、寡婦福祉資金の貸付決定を受けた福祉団体（以下

この章において「借受団体」という。）にあっては知事に提

出しなければならない。 



  

 （一時償還の請求）  （一時償還の請求） 

第37条 知事又は広域振興局長等は、政令第38条において準用

する政令第16条の規定により寡婦福祉資金貸付金の全部又は

一部につき一時償還の請求を決定したときは、寡婦福祉資金

一時償還請求書（様式第18号）により請求するものとする。

第37条 知事又は局長は、政令第38条において準用する政令第

16条の規定により寡婦福祉資金貸付金の全部又は一部につき

一時償還の請求を決定したときは、寡婦福祉資金一時償還請

求書（様式第18号）により請求するものとする。 

 （違約金徴収免除の申請等）  （違約金徴収免除の申請等） 

第38条 借受者は、政令第38条において準用する政令第17条た

だし書の規定による違約金の徴収の免除を受けようとすると

きは、寡婦福祉資金違約金徴収免除申請書（様式第19号のア

）に同条ただし書に該当することを証する書類を添えて、広

域振興局長等に提出しなければならない。 

第38条 借受者は、政令第38条において準用する政令第17条た

だし書の規定による違約金の徴収の免除を受けようとすると

きは、寡婦福祉資金違約金徴収免除申請書（様式第19号のア

）に同条ただし書に該当することを証する書類を添えて、局

長に提出しなければならない。 

 （償還金の支払猶予の申請等）  （償還金の支払猶予の申請等） 

第38条の２ 政令第38条において準用する政令第19条第１項の

規定による償還金の支払猶予を受けようとするときは、寡婦

福祉資金支払猶予申請書（様式第20号）に同項各号に該当す

ることを証する書類を添えて、借受者にあっては広域振興局

長等に、借受団体にあっては知事に提出しなければならない

。 

第38条の２ 政令第38条において準用する政令第19条第１項の

規定による償還金の支払猶予を受けようとするときは、寡婦

福祉資金支払猶予申請書（様式第20号）に同項各号に該当す

ることを証する書類を添えて、借受者にあっては局長に、借

受団体にあっては知事に提出しなければならない。 

 （修学資金又は修業資金の継続貸付け）  （修学資金又は修業資金の継続貸付け） 

第40条 修学資金又は修業資金の借受者である寡婦が死亡した

場合において、連帯借受者が法第32条第１項において準用す

る法第13条第３項の規定により当該資金を継続して借り受け

ようとするときは、寡婦福祉資金継続貸付申請書（様式第30

号のア）に寡婦福祉資金借受資格証明（様式第６号のイ）を

添えて広域振興局長等に提出しなければならない。 

第40条 修学資金又は修業資金の借受者である寡婦が死亡した

場合において、連帯借受者が法第32条第１項において準用す

る法第13条第３項の規定により当該資金を継続して借り受け

ようとするときは、寡婦福祉資金継続貸付申請書（様式第30

号のア）に寡婦福祉資金借受資格証明（様式第６号のイ）を

添えて局長に提出しなければならない。 

 （貸付けの停止）  （貸付けの停止） 

第41条 借受者は、政令第38条において準用する政令第12条第

１項各号、第２項各号（第２号及び第３号を除く。）又は第

３項各号に該当するとき（第44条において準用する第19条に

規定する場合を除く。）は、寡婦福祉資金借受者資格喪失届

（様式第31号）を広域振興局長等に提出しなければならない

。 

第41条 借受者は、政令第38条において準用する政令第12条第

１項各号、第２項各号（第２号及び第３号を除く。）又は第

３項各号に該当するとき（第44条において準用する第19条に

規定する場合を除く。）は、寡婦福祉資金借受者資格喪失届

（様式第31号）を局長に提出しなければならない。 

第42条 広域振興局長等は、政令第38条において準用する政令

第13条の規定に基づき貸付けの停止を決定したときは、寡婦

福祉資金貸付停止決定通知書（様式第33号）により借受者に

通知するものとする。 

第42条 局長は、政令第38条において準用する政令第13条の規

定に基づき貸付けの停止を決定したときは、寡婦福祉資金貸

付停止決定通知書（様式第33号）により借受者に通知するも

のとする。 

様式第１号のア（第２条、第28条関係） 様式第１号のア（第２条、第28条関係） 

  ［略］ 広域地方振興局

又は地方振興局 

受付年月日及び

番号 

 ［略］  ［略］ 広域振興局受付

年月日及び番号 

 ［略］ 



  

 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

       振興局長        様    広域振興局長 様 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第３号、様式第６号のア及び様式第７号のア中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」

に改める。 

改正前 改正後 

様式第７号のイ（第６条、第32条関係） 様式第７号のイ（第６条、第32条関係） 

 ［略］ 

岩手県知事（     振興局長）        印  

 ［略］ 

岩手県知事（  広域振興局長）        印  

 ［略］  ［略］ 

様式第８号（第６条、第32条関係） 様式第８号（第６条、第32条関係） 

 ［略］ 

岩手県知事（     振興局長）        印  

 ［略］ 

 ［略］ 

岩手県知事（  広域振興局長）        印  

 ［略］ 

様式第９号のア（第７条、第33条関係） 様式第９号のア（第７条、第33条関係） 

 ［略］ 

       振興局長        様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第９号のイ（第７条関係） 様式第９号のイ（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第９号のウ（第７条、第33条関係） 様式第９号のウ（第７条、第33条関係） 

［略］ 

     振興局長        印  

 ［略］ 

［略］ 

広域振興局長        印  

 ［略］ 

様式第10号（第８条関係） 様式第10号（第８条関係） 

 ［略］ 

  岩手県知事（     振興局長） 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

  岩手県知事（  広域振興局長） 様 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第11号から様式第13号までの様式中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第15号（第12条関係） 様式第15号（第12条関係） 

 ［略］ 

  岩手県知事（     振興局長） 様 

 ［略］ 

  岩手県知事（  広域振興局長） 様 



  

 ［略］  ［略］ 

様式第16号（第12条関係） 様式第16号（第12条関係） 

［略］ 

岩手県知事（     振興局長）        印  

 ［略］ 

［略］ 

岩手県知事（  広域振興局長）        印  

 ［略］ 

様式第17号（第13条、第36条関係） 様式第17号（第13条、第36条関係） 

 ［略］ 

       振興局長（岩手県知事） 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長（岩手県知事） 様 

 ［略］ 

様式第18号（第14条、第37条関係） 様式第18号（第14条、第37条関係） 

［略］ 

岩手県知事（     振興局長）        印  

 ［略］ 

［略］ 

岩手県知事（  広域振興局長）        印  

 ［略］ 

様式第19号のア（第15条、第38条関係） 様式第19号のア（第15条、第38条関係） 

 ［略］ 

       振興局長        様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第19号のイ（第15条、第38条関係） 様式第19号のイ（第15条、第38条関係） 

［略］ 

        振興局長        印  

 ［略］ 

［略］ 

   広域振興局長        印  

 ［略］ 

様式第20号（第15条の２、第38条の２関係） 様式第20号（第15条の２、第38条の２関係） 

 ［略］  ［略］ 

  岩手県知事（     振興局長） 様 

 ［略］ 

  岩手県知事（  広域振興局長） 様 

 ［略］ 

様式第21号（第15条の２、第38条の２関係） 様式第21号（第15条の２、第38条の２関係） 

［略］ 

岩手県知事（     振興局長）        印  

 ［略］ 

［略］ 

岩手県知事（  広域振興局長）        印  

 ［略］ 

様式第26号（第17条関係） 様式第26号（第17条関係） 

 ［略］ 

  岩手県知事（     振興局長） 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

  岩手県知事（  広域振興局長） 様 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第28号から様式第30号のアまでの様式中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」に改め

る。 

改正前 改正後 

様式第30号のイ（第20条関係） 様式第30号のイ（第20条関係） 

［略］ 

        振興局長        印  

［略］ 

   広域振興局長        印  



  

 ［略］  ［略］ 

様式第31号（第21条、第41条関係） 様式第31号（第21条、第41条関係） 

 ［略］ 

       振興局長        様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第32号（第21条、第22条、第42条関係） 様式第32号（第21条、第22条、第42条関係） 

［略］ 

  振興局長        印  

 ［略］ 

［略］ 

広域振興局長        印  

 ［略］ 

様式第34号（第23条関係） 様式第34号（第23条関係） 

 ［略］ 

       振興局長        様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第35号（第23条関係） 様式第35号（第23条関係） 

 ［略］ 

  岩手県知事（     振興局長） 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

  岩手県知事（  広域振興局長） 様 

 ［略］ 

様式第37号のウ（第26条関係） 様式第37号のウ（第26条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］ 広域地方振興局又は

地方振興局 

 ［略］    ［略］ 広域振興局  ［略］  

  ［略］    ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第42号中「振興局保健福祉環境部出納員 印」を「広域振興局保健福祉環境部出納員 印」に改める。 

  様式第45号のア中「振興局保健福祉環境部出納員   印」を「広域振興局保健福祉環境部出納員 印」に改める。 

 （河川法施行細則の一部改正） 

第20条 河川法施行細則（昭和41年岩手県規則第15号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （２級河川に係る河川の台帳の保管）  （２級河川に係る河川の台帳の保管） 

第２条 省令第７条第３号の規則で定める事務所は、次のとお

りとする。 

第２条 省令第７条第３号の規則で定める事務所は、次のとお

りとする。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 台帳副簿 広域振興局土木部、広域振興局総合支局の

土木部及び土木部土木センター並びに地方振興局の土木部

及び土木事務所 

 (２) 台帳副簿 広域振興局土木部及び土木部土木センター

 （許可の条件）  （許可の条件） 

第４条 次に掲げる事項は、法第23条から法第26条第１項まで

、法第27条第１項、法第55条第１項、法第57条第１項、政令

第16条の３第１項及び政令第16条の８第１項の規定による知

第４条 次に掲げる事項は、法第23条から法第26条第１項まで

、法第27条第１項、法第55条第１項、法第57条第１項、政令

第16条の３第１項及び政令第16条の８第１項の規定による知



  

事又は広域振興局長若しくは地方振興局長（以下「知事等」

という。）の許可の条件とする。 

事又は広域振興局長（以下「知事等」という。）の許可の条

件とする。 

 (１) 法第23条の規定により流水の占用の許可を受けた者は

、当該許可に係る行為の期間中、所管する広域振興局長又

は地方振興局長（以下「局長」という。）の指示に従って

水利使用許可標識（様式第２号）を立てること。 

 (１) 法第23条の規定により流水の占用の許可を受けた者は

、当該許可に係る行為の期間中、所管する広域振興局長（

以下「局長」という。）の指示に従って水利使用許可標識

（様式第２号）を立てること。 

 (２)～(12) ［略］  (２)～(12) ［略］ 

 （許可の申請等の経由）  （許可の申請等の経由） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ 法又はこの規則の規定に基づき所管する局長に対してなす

べき許可の申請等は、所管する広域振興局土木部、広域振興

局総合支局の土木部若しくは土木部土木センター又は地方振

興局の土木部、土木部出張所若しくは土木事務所の長を経由

しなければならない。知事に対してなすべき許可の申請等に

ついても、また同様とする。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第２号から様式第９号までの様式中「所管する  振興局名」を「所管する広域振興局名」に改める。 

 （土地改良法施行細則の一部改正） 

第21条 土地改良法施行細則（昭和41年岩手県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （事務所の設置等の届出）  （事務所の設置等の届出） 

第３条 土地改良区は、事務所を設置し、又は変更したときは

、遅滞なく事務所設置（変更）届（様式第43号）により所管

する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）

に届け出なければならない。 

第３条 土地改良区は、事務所を設置し、又は変更したときは

、遅滞なく事務所設置（変更）届（様式第43号）により所管

する広域振興局長（以下「局長」という。）に届け出なけれ

ばならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第２号、様式第３号、様式第５号及び様式第６号中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第９号（第２条関係） 様式第９号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 １～５ ［略］  １～５ ［略］ 

 ６ 法第48条第７項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 ６ 法第48条第９項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 ７ 法第48条第７項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ７ 法第48条第９項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ８ 法第48条第６項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 ８ 法第48条第８項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 ９ 法第48条第７項において準用する法第５条第６項の承  ９ 法第48条第９項において準用する法第５条第６項の承



  

認があったことを証する書面 認があったことを証する書面 

 10・11 ［略］  10・11 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第10号（第２条関係） 様式第10号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 １～８ ［略］  １～８ ［略］ 

 ９ 法第48条第７項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 ９ 法第48条第９項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 10 法第48条第７項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 10 法第48条第９項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 11 法第48条第６項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 11 法第48条第８項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 12 法第48条第７項において準用する法第５条第６項の承

認があったことを証する書面 

 12 法第48条第９項において準用する法第５条第６項の承

認があったことを証する書面 

 13・14 ［略］  13・14 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第11号（第２条関係） 様式第11号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 １～５ ［略］  １～５ ［略］ 

 ６ 法第48条第７項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 ６ 法第48条第９項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 ７ 法第48条第７項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ７ 法第48条第９項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ８ 法第48条第６項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 ８ 法第48条第８項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 ９ 法第48条第７項において準用する法第５条第６項の承

認があったことを証する書面 

 ９ 法第48条第９項において準用する法第５条第６項の承

認があったことを証する書面 

 10・11 ［略］  10・11 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第12号（第２条関係） 様式第12号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 １～８ ［略］  １～８ ［略］ 

 ９ 法第48条第７項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 ９ 法第48条第９項において準用する法第５条第７項の同

意があったことを証する書面 

 10 法第48条第７項において準用する法第５条第３項の協  10 法第48条第９項において準用する法第５条第３項の協



  

議における意見をすべて記載した書面 議における意見をすべて記載した書面 

 11 法第48条第６項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 11 法第48条第８項において準用する法第５条第５項の意

見を記載した書面 

 12 法第48条第７項において準用する法第５条第６項の承

認があったことを証する書面 

 12 法第48条第９項において準用する法第５条第６項の承

認があったことを証する書面 

 13・14 ［略］  13・14 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第13号（第２条関係） 様式第13号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 １～６ ［略］  １～６ ［略］ 

 ７ 法第48条第７項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ７ 法第48条第９項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ［略］  ［略］ 

様式第14号（第２条関係） 様式第14号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 １～８ ［略］  １～８ ［略］ 

 ９ 法第48条第７項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ９ 法第48条第９項において準用する法第５条第３項の協

議における意見をすべて記載した書面 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第15号から様式第20号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第22号（第２条関係） 様式第22号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

  清算人が次のとおり就任（退任）したので、土地改良法

（以下「法」という。）第68条第２項において準用する同法

第18条第16項の規定により届けます。 

  清算人が次のとおり就任（退任）したので、土地改良法

（以下「法」という。）第68条第４項において準用する同

法第18条第16項の規定により届けます。 

 ［略］  ［略］ 

様式第23号（第２条関係） 様式第23号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

  清算人の住所（氏名）に変更があったので、土地改良法

（以下「法」という。）第68条第２項において準用する同法

  清算人の住所（氏名）に変更があったので、土地改良法

（以下「法」という。）第68条第４項において準用する同



  

第18条第16項の規定により届けます。 法第18条第16項の規定により届けます。 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第29号から様式第46号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （県立都市公園条例施行規則の一部改正） 

第22条 県立都市公園条例施行規則（昭和41年岩手県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（申請書等の様式） （申請書等の様式） 

第２条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という

。）及び条例の規定により提出する申請書並びに法及び条例

の規定により知事又は所管の広域振興局長若しくは地方振興

局長（以下「知事等」という。）が許可したときに交付する

許可書、入場券及び利用券（以下「申請書等」という。）は

、様式第１号から様式第15号の５まで及び様式第15号の７か

ら様式第15号の10までによらなければならない。 

第２条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という

。）及び条例の規定により提出する申請書並びに法及び条例

の規定により知事又は所管の広域振興局長（以下「知事等」

という。）が許可したときに交付する許可書、入場券及び利

用券（以下「申請書等」という。）は、様式第１号から様式

第15号の５まで及び様式第15号の７から様式第15号の10まで

によらなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （工作物等を保管した場合の公示の場所）  （工作物等を保管した場合の公示の場所） 

第２条の２ 条例第10条の３第１項第１号の規則で定める場所

は、工作物等（条例第10条の２第１号に規定する工作物等を

いう。以下同じ。）を除却した県立都市公園の管理事務所（

管理事務所を置かない県立都市公園にあっては、当該県立都

市公園を所管する地方振興局）の掲示場とする。 

第２条の２ 条例第10条の３第１項第１号の規則で定める場所

は、工作物等（条例第10条の２第１号に規定する工作物等を

いう。以下同じ。）を除却した県立都市公園の管理事務所（

管理事務所を置かない県立都市公園にあっては、当該県立都

市公園を所管する広域振興局）の掲示場とする。 

（保管工作物等一覧簿の閲覧） （保管工作物等一覧簿の閲覧） 

第２条の３ 条例第10条の３第２項の規定により閲覧に供する

方法は、当該工作物等を除却した県立都市公園を所管する広

域振興局総合支局土木部又は地方振興局土木部（当該県立都

市公園が岩手県営運動公園又は岩手県立御所湖広域公園の艇

庫の場合にあっては、教育委員会事務局）において、保管工

作物等一覧簿（様式第15号の11）を閲覧に供することによる

ものとする。 

第２条の３ 条例第10条の３第２項の規定により閲覧に供する

方法は、当該工作物等を除却した県立都市公園を所管する広

域振興局土木部又は土木部土木センター（当該県立都市公園

が岩手県営運動公園又は岩手県立御所湖広域公園の艇庫の場

合にあっては、教育委員会事務局）において、保管工作物等

一覧簿（様式第15号の11）を閲覧に供することによるものと

する。 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

（書類の経由） （書類の経由） 

第７条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書

類（岩手県営運動公園及び岩手県立御所湖広域公園の艇庫に

係るものを除く。）は、所管の広域振興局長又は地方振興局

長を経由しなければならない。 

第７条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書

類（岩手県営運動公園及び岩手県立御所湖広域公園の艇庫に

係るものを除く。）は、所管の広域振興局長を経由しなけれ

ばならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第１号から様式第14号まで及び様式第15号の12から様式第22号までの様式中「（     振興局長）」を「（  広域

振興局長）」に改める。 

 （旧知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正） 

第23条 知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則（平成20年岩手県規則第85号）附則第２項の規



  

定によりなおその効力を有することとされる同規則による廃止前の知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（

昭和41年岩手県規則第73号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （登記の届出）  （登記の届出） 

第４条 公益法人の設立及び監督に関する条例を廃止する条例

（平成20年岩手県条例第51号）附則第２条の規定によりなお

その効力を有することとされる廃止前の条例（以下「旧条例

」という。）第４条第１項の届出は、当該登記の完了の日か

ら起算して２週間以内に、知事（その行う事業が一の広域振

興局、地方振興局又は保健所の所管区域内に限られる特例民

法法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号。

以下「整備法」という。）第42条第２項に規定する特例民法

法人をいう。以下同じ。）にあっては、所管する広域振興局

若しくは地方振興局又は保健所の長。以下「知事等」という

。）に対し、登記完了届（様式第４号）により行わなければ

ならない。 

第４条 公益法人の設立及び監督に関する条例を廃止する条例

（平成20年岩手県条例第51号）附則第２条の規定によりなお

その効力を有することとされる廃止前の条例（以下「旧条例

」という。）第４条第１項の届出は、当該登記の完了の日か

ら起算して２週間以内に、知事（その行う事業が一の広域振

興局又は保健所の所管区域内に限られる特例民法法人（一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成18年法律第50号。以下「整備法

」という。）第42条第２項に規定する特例民法法人をいう。

以下同じ。）にあっては、所管する広域振興局又は保健所の

長。以下「知事等」という。）に対し、登記完了届（様式第

４号）により行わなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第４号、様式第５号及び様式第８号中「（     振興局長）」を「（  広域振興局長）」に改める。 

 （母子保健法施行細則の一部改正） 

第24条 母子保健法施行細則（昭和41年岩手県規則第80号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （費用の徴収）  （費用の徴収） 

第10条 広域振興局又は地方振興局の長（以下「局長」という

。）は、法第21条の４第１項の規定に基づき、法第20条の規

定に基づく養育医療の給付を受けた者（以下「被措置者」と

いう。）又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用に

ついて、別表により保健所長が決定する額を徴収しなければ

ならない。 

第10条 広域振興局長（以下「局長」という。）は、法第21条

の４第１項の規定に基づき、法第20条の規定に基づく養育医

療の給付を受けた者（以下「被措置者」という。）又はその

扶養義務者から、当該措置に要する費用について、別表によ

り保健所長が決定する額を徴収しなければならない。 

 （徴収費用の額の変更）  （徴収費用の額の変更） 

第11条 保健所長は、災害その他やむを得ない理由により被措

置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認める

ときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により地方振

興局長が被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用（以

下「徴収費用」という。）の額を変更することができる。 

第11条 保健所長は、災害その他やむを得ない理由により被措

置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認める

ときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により局長が

被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用（以下「徴収

費用」という。）の額を変更することができる。 

 （納入の通知等）  （納入の通知等） 

第13条 ［略］ 第13条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 



  

３ 地方振興局長は、被措置者又はその扶養義務者が納入期限

から20日を経過してもなお完納しない場合は、督促するもの

とする。 

３ 局長は、被措置者又はその扶養義務者が納入期限から20日

を経過してもなお完納しない場合は、督促するものとする。

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （宅地造成等規制法施行細則の一部改正） 

第25条 宅地造成等規制法施行細則（昭和42年岩手県規則第75号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （許可の申請）  （許可の申請） 

第３条 法第８条第１項本文の許可を受けようとする者は、省

令第４条第１項に規定する許可申請書の正本及び副本並びに

図面に、宅地造成に関する工事を施行する土地の登記事項証

明書を添えて、所管する広域振興局長又は地方振興局長（以

下「局長」という。）に提出しなければならない。 

第３条 法第８条第１項本文の許可を受けようとする者は、省

令第４条第１項に規定する許可申請書の正本及び副本並びに

図面に、宅地造成に関する工事を施行する土地の登記事項証

明書を添えて、所管する広域振興局長（以下「局長」という

。）に提出しなければならない。 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

 ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

  ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第４号（第８条関係） 様式第４号（第８条関係） 

 正   宅地造成に関する工事の変更許可申請書  正   宅地造成に関する工事の変更許可申請書 

   ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

  ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

   ［略］   ［略］ 

    

 ［略］  ［略］ 

 副   宅地造成に関する工事の変更許可通知書  副   宅地造成に関する工事の変更許可通知書 

 ［略］ 

振興局長        印 

 ［略］ 

広域振興局長        印 

  ※

許

可  ［略］ 

 ※

許

可  ［略］ 

  通

知

欄 

  通

知

欄

 

   ［略］   ［略］ 

    

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第５号、様式第７号及び様式第８号中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」に改める

。 

改正前 改正後 
 



  

様式第９号（第11条関係） 様式第９号（第11条関係） 

 ［略］   ［略］ 

振興局長        印 

 ［略］ 

     広域振興局長        印 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第11号（第12条関係） 様式第11号（第12条関係） 

 ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

  ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （看護師養成所授業料等条例施行規則の一部改正） 

第26条 看護師養成所授業料等条例施行規則（昭和44年岩手県規則第54号）の一部を次のように改正する。 

  様式第９号中「管理主幹」を「広域振興局の総務部長又は管理主幹」に改める。 

  様式第10号中「広域振興局総務部長又は地方振興局企画総務部管理主幹」を「広域振興局の総務部長又は管理主幹」に改める

。 

 （漁業近代化資金利子補給規則の一部改正） 

第27条 漁業近代化資金利子補給規則（昭和44年岩手県規則第76号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

 振興局  ［略］ 広域振興局  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

第28条 過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則（昭和45年岩手県規則第38号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第４号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （林業種苗法施行細則の一部改正） 

第29条 林業種苗法施行細則（昭和45年岩手県規則第70号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （生産事業者登録簿）  （生産事業者登録簿） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 登録簿は、広域振興局、広域振興局総合支局の農林部及び

農林部農林センター並びに地方振興局の林務部及び農林部に

備えておくものとする。 

２ 登録簿は、広域振興局林務部、農林部、農政部農林振興セ

ンター及び農林部農林振興センターに備えておくものとする

。 

３ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請書（様式第２号

）により広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」とい

う。）に申請しなければならない。 

３ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請書（様式第２号

）により広域振興局長（以下「局長」という。）に申請しな

ければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



  

  様式第３号、様式第７号から様式第10号まで及び様式第13号から様式第15号までの様式中「     振興局長       

  様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の一部改正） 

第30条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則（昭和46年岩手県規則第25号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （許可の申請）  （許可の申請） 

第３条 法第７条第１項の規定による許可を受けようとする者

は、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書（様式第２号）

を所管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」と

いう。）に提出しなければならない。 

第３条 法第７条第１項の規定による許可を受けようとする者

は、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書（様式第２号）

を所管する広域振興局長（以下「局長」という。）に提出し

なければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第２号から様式第４号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第５号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 所管する  振興局名    所管する広域振興局名  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第６号から様式第９号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （農村地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

第31条 農村地域における県税の課税免除に関する条例施行規則（昭和47年岩手県規則第４号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第３号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （卸売市場条例施行規則の一部改正） 

第32条 卸売市場条例施行規則（昭和47年岩手県規則第36号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （仲卸業者に関し業務規程に定める事項等）  （仲卸業者に関し業務規程に定める事項等） 

第10条の２ ［略］ 第10条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 開設者は、前項の仲卸業者の名簿の記載事項に変更があっ

たときは、速やかにその内容を所管する広域振興局長又は地

方振興局長（以下「局長」という。）に報告しなければなら

ない。 

３ 開設者は、前項の仲卸業者の名簿の記載事項に変更があっ

たときは、速やかにその内容を所管する広域振興局長に報告

しなければならない。 

 （買受人名簿等）  （買受人名簿等） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２ 前項の買受人の名簿の記載事項に変更があった場合は、速

やかにその内容を所管する局長に報告しなければならない。

２ 前項の買受人の名簿の記載事項に変更があった場合は、速

やかにその内容を所管する広域振興局長に報告しなければな

らない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



  

  様式第１号から様式第４号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

振興局長        印 

  ［略］ 

広域振興局長        印 

 ［略］  ［略］ 

様式第６号（第７条関係） 様式第６号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

振興局長        印 

  ［略］ 

広域振興局長        印 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第７号から様式第22号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （屋外広告物条例施行規則の一部改正） 

第33条 屋外広告物条例施行規則（昭和47年岩手県規則第41号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（屋外広告物等表示等許可申請書） （屋外広告物等表示等許可申請書） 

第２条 条例第４条第２項、第５条第３項又は第６条第１項の

規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示等

許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書類（はり紙に係る

許可申請書の場合には、意匠を示す図面）を添えて、屋外広

告物（以下「広告物」という。）を表示し、若しくは広告物

を掲出する物件を設置する地域又は場所を所管する広域振興

局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）に提出しな

ければならない。 

第２条 条例第４条第２項、第５条第３項又は第６条第１項の

規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示等

許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書類（はり紙に係る

許可申請書の場合には、意匠を示す図面）を添えて、屋外広

告物（以下「広告物」という。）を表示し、又は広告物を掲

出する物件を設置する地域又は場所を所管する広域振興局長

（以下「局長」という。）に提出しなければならない。 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

（広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の

場所） 

（広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の

場所） 

第13条 条例第15条の３第１項第１号の規則で定める場所は、

保管した広告物又は広告物を掲出する物件（以下「保管広告

物等」という。）を除却した場所を所管する広域振興局、広

域振興局総合支局又は地方振興局の掲示場とする。 

第13条 条例第15条の３第１項第１号の規則で定める場所は、

保管した広告物又は広告物を掲出する物件（以下「保管広告

物等」という。）を除却した場所を所管する広域振興局の掲

示場とする。 

（保管広告物等一覧簿の閲覧） （保管広告物等一覧簿の閲覧） 

第14条 条例第15条の３第２項の規定により閲覧に供する方法

は、保管広告物等を除却した場所を所管する広域振興局土木

部、広域振興局総合支局の土木部若しくは土木部土木センタ

ー又は地方振興局の土木部若しくは土木事務所において、保

管広告物等一覧簿（様式第９号）を閲覧に供することによる

ものとする。 

第14条 条例第15条の３第２項の規定により閲覧に供する方法

は、保管広告物等を除却した場所を所管する広域振興局土木

部又は土木部土木センターにおいて、保管広告物等一覧簿（

様式第９号）を閲覧に供することによるものとする。 



  

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

（屋外広告業者登録簿の閲覧） （屋外広告業者登録簿の閲覧） 

第27条 条例第22条の規定により閲覧に供する方法は、県土整

備部都市計画課並びに広域振興局土木部、広域振興局総合支

局の土木部及び土木部土木センター並びに地方振興局の土木

部及び土木事務所において、屋外広告業者登録簿を閲覧に供

することによるものとする。 

第27条 条例第22条の規定により閲覧に供する方法は、県土整

備部都市計画課並びに広域振興局土木部及び土木部土木セン

ターにおいて、屋外広告業者登録簿を閲覧に供することによ

るものとする。 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（屋外広告業者監督処分簿の閲覧） （屋外広告業者監督処分簿の閲覧） 

第36条 条例第31条第１項の規定により閲覧に供する方法は、

県土整備部都市計画課又は広域振興局土木部、広域振興局総

合支局の土木部若しくは土木部土木センター若しくは地方振

興局の土木部若しくは土木事務所において、屋外広告業者監

督処分簿を閲覧に供することによるものとする。 

第36条 条例第31条第１項の規定により閲覧に供する方法は、

県土整備部都市計画課並びに広域振興局土木部及び土木部土

木センターにおいて、屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供す

ることによるものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

振興局長 氏      名印 

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印 

 

 

※ 許可通知欄 

 ［略］ 

 

※ 許可通知欄

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第１号の２（第２条の２関係） 様式第１号の２（第２条の２関係） 

  ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

  ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

振興局長 氏      名印 

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印 

 

 

※ 許可通知欄 

 ［略］ 

 

※ 許可通知欄

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係） 



  

  ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

振興局長 氏      名印 

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印 

 

 

※ 許可通知欄 

 ［略］ 

 

※ 許可通知欄

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第11条関係） 様式第７号（第11条関係） 

  ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 備考 地位を承継したことを証する書類その他広域振興局

長又は地方振興局長が必要と認める書類を添付してく

ださい。 

 備考 地位を承継したことを証する書類その他広域振興局

長が必要と認める書類を添付してください。 

様式第８号（第12条関係） 様式第８号（第12条関係） 

  ［略］ 

      振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

   広域振興局長 様 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第10号（第16条関係） 様式第10号（第16条関係） 

  ［略］ 

 岩手県知事        様 

 （     振興局長） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 岩手県知事        様 

 （  広域振興局長） 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第11号から様式第13号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （漁港漁場整備法施行細則の一部改正） 

第34条 漁港漁場整備法施行細則（昭和48年岩手県規則第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （土地又は水面の立ち入り等の許可申請）  （土地又は水面の立入り等の許可申請） 

第３条 法第24条第１項後段（法第36条第１項で準用する場合

を含む。）に規定する許可を受けようとする者は、土地（水

面）立入（使用）許可申請書（様式第１号）を所管地方振興

局長に提出しなければならない。 

第３条 法第24条第１項後段（法第36条第１項で準用する場合

を含む。）に規定する許可を受けようとする者は、土地（水

面）立入（使用）許可申請書（様式第１号）を所管広域振興

局長に提出しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 



  

 （水域又は公共空地における行為の許可申請）  （水域又は公共空地における行為の許可申請） 

第６条 法第39条第１項本文に規定する許可を受けようとする

者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げ

る申請書及び書面等を知事又は所管地方振興局長（以下「知

事等」という。）に提出しなければならない。 

第６条 法第39条第１項本文に規定する許可を受けようとする

者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げ

る申請書及び書面等を知事又は所管広域振興局長（以下「知

事等」という。）に提出しなければならない。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 （申請書等の経由等）  （申請書等の経由） 

第９条 この規則の規定により、知事に提出する申請書又は協

議書等は、所管地方振興局長を経由しなければならない。 

第９条 この規則の規定により知事に提出する申請書又は協議

書等は、所管広域振興局長を経由しなければならない。 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第４号（第６条関係） 様式第４号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第５号（第６条関係） 様式第５号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  岩手県知事        様   岩手県知事        様 

  （   地方振興局長）   （  広域振興局長） 

 ［略］  ［略］ 

様式第６号（第６条関係） 様式第６号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第６条関係） 様式第７号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

     地方振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第８号（第７条関係） 様式第８号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  岩手県知事        様   岩手県知事        様 

  （   地方振興局長）   （  広域振興局長） 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正） 

第35条 岩手県収入証紙条例施行規則（昭和48年岩手県規則第27号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 



  

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(１) 各課等 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手

県規則第46号）第６条第１項、第７条第１項、第８条第１

項、第９条第１項、第10条第１項、第11条第１項、第12条

第１項及び第13条第１項に規定する各課等並びに同規則第

15条に規定する出納局、岩手県議会事務局組織規程（昭和

44年岩手県議会訓令第３号）第２条に規定する各課、岩手

県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会規

則第２号）第15条に規定する各課等、岩手県警察組織規則

（昭和49年岩手県公安委員会規則第２号）第２条、第９条

、第14条、第19条及び第26条に規定する各課等、監査委員

事務局組織に関する規程（平成７年岩手県監査委員訓令第

１号）第２条に規定する各課、岩手県人事委員会事務局組

織に関する規則（昭和40年岩手県人事委員会規則第19号）

第２条に規定する職員課並びに岩手県労働委員会事務局組

織に関する規則（昭和39年岩手県規則第23号）第２条に規

定する審査調整課をいう。 

(１) 各課等 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手

県規則第46号）第６条第１項、第７条第１項、第８条第１

項、第９条第１項、第10条第１項、第11条第１項、第12条

第１項及び第13条第１項に規定する各課等並びに同規則第

14条に規定する出納局、岩手県議会事務局組織規程（昭和

44年岩手県議会訓令第３号）第２条に規定する各課、岩手

県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会規

則第２号）第15条に規定する各課等、岩手県警察組織規則

（昭和49年岩手県公安委員会規則第２号）第２条、第９条

、第14条、第19条及び第26条に規定する各課等、監査委員

事務局組織に関する規程（平成７年岩手県監査委員訓令第

１号）第２条に規定する各課、岩手県人事委員会事務局組

織に関する規則（昭和40年岩手県人事委員会規則第19号）

第２条に規定する職員課並びに岩手県労働委員会事務局組

織に関する規則（昭和39年岩手県規則第23号）第２条に規

定する審査調整課をいう。 

 （２） ［略］  （２） ［略］ 

 （申請書等の経由）  （申請書等の経由） 

第３条 この規則により知事に提出する申請書又は届出書は、

所管の広域振興局長又は地方振興局長（以下「広域振興局長

等」という。）を経由しなければならない。ただし、２以上

の広域振興局及び地方振興局の所管区域において証紙を売り

さばく者が提出する申請書又は届出書については、この限り

でない。 

第３条 この規則により知事に提出する申請書又は届出書は、

所管広域振興局長を経由しなければならない。ただし、２以

上の広域振興局の所管区域において証紙を売りさばく者が提

出する申請書又は届出書については、この限りでない。 

 （売りさばき人の指定申請）  （売りさばき人の指定申請） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 広域振興局長等は、第２項の申請書の提出があったときは

、意見書を添えて速やかに知事に進達しなければならない。

４ 広域振興局長は、第２項の申請書の提出があったときは、

意見書を添えて速やかに知事に進達しなければならない。 

 （売りさばき所等の変更等）  （売りさばき所等の変更等） 

第10条 ［略］ 第10条 ［略］ 

２ 売りさばき人は、売りさばき所を変更し、又は増設しよう

とするときは、岩手県収入証紙売りさばき所変更（増設）承

認申請書（様式第５号）を所管広域振興局長等に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 売りさばき人は、売りさばき所を変更し、又は増設しよう

とするときは、岩手県収入証紙売りさばき所変更（増設）承

認申請書（様式第５号）を所管広域振興局長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

（売りさばき業務等の廃止） （売りさばき業務等の廃止） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２ 売りさばき人は、証紙の売りさばき所の廃止をしようとす

るときは、あらかじめ岩手県収入証紙売りさばき所廃止届（

２ 売りさばき人は、証紙の売りさばき所の廃止をしようとす

るときは、あらかじめ岩手県収入証紙売りさばき所廃止届（



  

様式第６号の２）を所管広域振興局長等に提出しなければな

らない。 

様式第６号の２）を所管広域振興局長に提出しなければなら

ない。 

（証紙の買受け） （証紙の買受け） 

第13条 市町村及び売りさばき人は、証紙を買い受けようとす

るときは、岩手県収入証紙買受申込書（様式第７号）を所管

広域振興局長等に提出しなければならない。 

第13条 市町村及び売りさばき人は、証紙を買い受けようとす

るときは、岩手県収入証紙買受申込書（様式第７号）を所管

広域振興局長に提出しなければならない。 

２ 広域振興局長等は、前項の証紙買受申込書を受理したとき

は、当該買受申込書に記載された種類ごとの数量の証紙を現

金と引替えに売り渡すものとする。ただし、買受申込人が市

町村であるときは、岩手県収入証紙受領書（様式第８号）と

引替えに証紙を売り渡すとともに、当該市町村に対して会計

規則第12条第１項に規定する納入通知票を送付するものとす

る。 

２ 広域振興局長は、前項の証紙買受申込書を受理したときは

、当該買受申込書に記載された種類ごとの数量の証紙を現金

と引替えに売り渡すものとする。ただし、買受申込人が市町

村であるときは、岩手県収入証紙受領書（様式第８号）と引

替えに証紙を売り渡すとともに、当該市町村に対して会計規

則第12条第１項に規定する納入通知票を送付するものとする

。 

（郵送による証紙の買受けの特例） （郵送による証紙の買受けの特例） 

第14条 前条第２項の規定にかかわらず、広域振興局長等は、

市町村からの郵送による証紙買受申込書を受理したときは、

申込市町村に対して会計規則第12条第１項に規定する納入通

知票を送付するものとする。 

第14条 前条第２項の規定にかかわらず、広域振興局長は、市

町村からの郵送による証紙買受申込書を受理したときは、申

込市町村に対して会計規則第12条第１項に規定する納入通知

票を送付するものとする。 

２ 広域振興局長等は、証紙の売渡代金の納付があったことを

確認したときは、岩手県収入証紙送付書（様式第９号・その

１）を添えて、証紙買受申込書に記載された種類ごとの数量

の証紙を郵送するものとする。 

２ 広域振興局長は、証紙の売渡代金の納付があったことを確

認したときは、岩手県収入証紙送付書（様式第９号・その１

）を添えて、証紙買受申込書に記載された種類ごとの数量の

証紙を郵送するものとする。 

３ 市町村は、前項の規定により証紙の郵送を受けたときは、

直ちに、広域振興局長等に当該郵送された証紙に係る岩手県

収入証紙受領書（様式第９号・その２）を提出しなければな

らない。 

３ 市町村は、前項の規定により証紙の郵送を受けたときは、

直ちに、会計管理者の委任を受けた広域振興局の経営企画部

（県南広域振興局経営企画部を除く。）及び総務部並びに県

南広域振興局土木部の出納員（以下「広域振興局経営企画部

等の出納員」という。）に当該郵送された証紙に係る岩手県

収入証紙受領書（様式第９号・その２）を提出しなければな

らない。 

（県における売りさばき所等） （県における売りさばき所等） 

第15条の２ 県における売りさばき所は、広域振興局総務部、

広域振興局総合支局地域支援部及び地方振興局企画総務部（

以下「広域振興局総務部等」という。）とする。 

第15条の２ 県における売りさばき所は、広域振興局の経営企

画部（県南広域振興局経営企画部を除く。）及び経営企画部

地域振興センター、総務部及び総務部総務センター並びに土

木部土木センター（北上土木センター、遠野土木センター及

び千厩土木センターに限る。）とする。 

２ 県は、知事が指定する売りさばき人が証紙を売りさばくこ

とが困難な場合その他広域振興局長等が必要と認める場合に

証紙を売りさばくものとする。 

２ 県は、知事が指定する売りさばき人が証紙を売りさばくこ

とが困難な場合その他広域振興局長が必要と認める場合に証

紙を売りさばくものとする。 

（証紙の請求） （証紙の請求） 

第16条 広域振興局長等は、証紙の請求をするときは、四半期

ごとの需要数量を見積もり、それぞれの始期の10日前までに

第16条 広域振興局長は、証紙の請求をするときは、四半期ご

との需要数量を見積もり、それぞれの始期の10日前までに岩



  

岩手県収入証紙交付請求書（様式第10号）を出納局長に提出

しなければならない。ただし、その期間中において証紙に不

足を生じたときは、その都度請求することができる。 

手県収入証紙交付請求書（様式第10号）を出納局長に提出し

なければならない。ただし、その期間中において証紙に不足

を生じたときは、その都度請求することができる。 

（証紙の交付等） （証紙の交付等） 

第17条 ［略］ 第17条 ［略］ 

２ 広域振興局長等は、前項に規定する証紙の交付を受けたと

きは、直ちに広域振興局総務部等の出納員に当該交付を受け

た証紙を引き渡し、その保管を命じなければならない。 

２ 広域振興局長は、前項に規定する証紙の交付を受けたとき

は、直ちに広域振興局経営企画部等の出納員に当該交付を受

けた証紙を引き渡し、その保管を命じなければならない。 

３ 広域振興局総務部等の出納員は、前項の規定により、証紙

の引渡しを受けたときは、直ちに、会計管理者に当該引渡し

を受けた証紙に係る岩手県収入証紙受領書（様式第11号・そ

の２）を提出しなければならない。 

３ 広域振興局経営企画部等の出納員は、前項の規定により証

紙の引渡しを受けたときは、直ちに、会計管理者に当該引渡

しを受けた証紙に係る岩手県収入証紙受領書（様式第11号・

その２）を提出しなければならない。 

（売りさばき実績の報告） （売りさばき実績の報告） 

第20条 市町村及び売りさばき人は、毎年度、３月末現在にお

ける証紙の売りさばき実績を、岩手県収入証紙売りさばき実

績報告書（様式第12号）により、翌年度の４月15日までに所

管広域振興局長等に報告しなければならない。 

第20条 市町村及び売りさばき人は、毎年度、３月末現在にお

ける証紙の売りさばき実績を、岩手県収入証紙売りさばき実

績報告書（様式第12号）により、翌年度の４月15日までに所

管広域振興局長に報告しなければならない。 

２ 広域振興局長等は、市町村及び売りさばき人に対して売り

渡した証紙並びに広域振興局総務部等において直接売りさば

いた証紙に係る前年度分の出納状況（３月末日現在）を、岩

手県収入証紙売渡高報告書（様式第13号）により、毎年４月

20日までに出納局長に報告しなければならない。 

２ 広域振興局長は、市町村及び売りさばき人に対して売り渡

した証紙並びに第15条の２第１項に規定する県における売り

さばき所において直接売りさばいた証紙に係る前年度分の出

納状況（３月末日現在）を、岩手県収入証紙売渡高報告書（

様式第13号）により、毎年４月20日までに出納局長に報告し

なければならない。 

（帳簿の備付け） （帳簿の備付け） 

第22条 出納局出納担当課長及び広域振興局長等は、収入証紙

出納簿（様式第15号）を備えておいて所要の事項を記載しな

ければならない。 

第22条 出納局出納担当課長及び広域振興局長は、収入証紙出

納簿（様式第15号）を備えておいて所要の事項を記載しなけ

ればならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第５号、様式第６号の２及び様式第７号中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

  様式第８号中「   振興局（企画）総務部出納員 様」を「  広域振興局（経営企画部）（総務部）（土木部）出納員 

様」に、「市（町）（村）会計管理者（収入役） 氏    名印」を「市（町）（村）会計管理者 氏    名印」に改

める。 

  様式第９号中「振興局長 氏   名印」を「広域振興局長 氏   名印」に、「市（町）（村）会計管理者（収入役） 

 氏   名印」を「市（町）（村）会計管理者 氏   名印」に、「振興局（企画）総務部出納員 様」を「  広域振

興局（経営企画部）（総務部）（土木部）出納員 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第10号（第16条関係） 様式第10号（第16条関係） 

 ［略］ 

振興局長 氏    名  

 ［略］ 

 ［略］ 

広域振興局長 氏    名  

 ［略］ 



  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第11号（その１）中「振興局長    様」を「広域振興局長 様」に改める。 

  様式第11号（その２）中「振興局（企画）総務部出納員 氏 名印」を「広域振興局（経営企画部）（総務部）（土木部）

出納員 氏 名印」に改める。 

改正前 改正後 

様式第12号（第20条関係） 様式第12号（第20条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第13号（第20条関係） 様式第13号（第20条関係） 

 ［略］ 

           振興局長 氏      名  

  第１表 広域振興局又は地方振興局分 

 ［略］ 

  第２表 市町村分 

   振興局  

 ［略］ 

  第３表 売りさばき人分 

          振興局  

 ［略］ 

 ［略］ 

         広域振興局長 氏      名  

  第１表 広域振興局分 

 ［略］ 

  第２表 市町村分 

            広域振興局  

 ［略］ 

  第３表 売りさばき人分 

     広域振興局  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （道路法施行細則の一部改正） 

第36条 道路法施行細則（昭和48年岩手県規則第37号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （道路管理者以外の者の行う工事の承認等）  （道路管理者以外の者の行う工事の承認等） 

第２条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路

工事施行承認申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、所管する広域振興局又は地方振興局の長（以下「局長」

という。）に提出しなければならない。 

第２条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路

工事施行承認申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、所管する広域振興局長（以下「局長」という。）に提出

しなければならない。 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第１号から様式第７号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （森林整備補助金交付規則の一部改正） 

第37条 森林整備補助金交付規則（昭和48年岩手県規則第73号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（補助金の交付の申請） （補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、原則として

、森林整備事業が完了した後、別表に掲げる森林整備事業補

助金交付申請書に同表に掲げる添付書類を添えて、別に定め

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、原則として

、森林整備事業が完了した後、別表に掲げる森林整備事業補

助金交付申請書に同表に掲げる添付書類を添えて、別に定め



  

る提出期限までに所管する広域振興局長又は地方振興局長（

以下「局長」という。）に提出しなければならない。 

る提出期限までに所管する広域振興局長（以下「局長」とい

う。）に提出しなければならない。 

様式第１号（別表関係） 様式第１号（別表関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県自然環境保全条例施行規則の一部改正） 

第38条 岩手県自然環境保全条例施行規則（昭和49年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （非常災害の応急措置として行った行為の届出）  （非常災害の応急措置として行った行為の届出） 

第17条 条例第15条第７項の規定による届出をしようとする者

は、特別地区内非常災害応急措置届出書（様式第９号）を所

管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という

。）に提出しなければならない。 

第17条 条例第15条第７項の規定による届出をしようとする者

は、特別地区内非常災害応急措置届出書（様式第９号）を所

管する広域振興局長（以下「局長」という。）に提出しなけ

ればならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第９号から様式第28号までの様式中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （漁業経営維持安定資金利子補給規則の一部改正） 

第39条 漁業経営維持安定資金利子補給規則（昭和51年岩手県規則第69号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

 ［略］                         ［略］                        

 振興局  ［略］ 広域振興局  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （地すべり等防止法施行細則の一部改正） 

第40条 地すべり等防止法施行細則（昭和52年岩手県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（工事施行の承認の申請） （工事施行の承認の申請） 

第２条 法第11条第１項の規定による承認（以下「承認」とい

う。）を受けようとする者は、地すべり防止区域内工事施行

承認申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、農林

水産大臣又は国土交通大臣が指定した地すべり防止区域を管

轄する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という

。）に提出しなければならない。 

第２条 法第11条第１項の規定による承認（以下「承認」とい

う。）を受けようとする者は、地すべり防止区域内工事施行

承認申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、農林

水産大臣又は国土交通大臣が指定した地すべり防止区域を管

轄する広域振興局長（以下「局長」という。）に提出しなけ

ればならない。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、局長等が必要と認める書  (５) 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類

  類  

備考 改正部分は、下線の部分である。 



  

  様式第１号から様式第８号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正） 

第41条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和52年岩手県規則第67号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （提出書類の部数及び経由）  （提出書類の部数及び経由） 

第19条 法、政令、省令、条例及びこの規則により知事に提出

する書類の提出部数は、正副２部とし、当該書類は、本店又

は主たる事務所若しくは事業所（以下「支店等」という。）

の所在地が県内にある者にあっては所管の広域振興局又は地

方振興局の長を経由して、支店等の所在地が県外にある者に

あっては直接提出しなければならない。 

第19条 法、政令、省令、条例及びこの規則により知事に提出

する書類の提出部数は、正副２部とし、当該書類は、本店又

は主たる事務所若しくは事業所（以下「支店等」という。）

の所在地が県内にある者にあっては所管の広域振興局長を経

由して、支店等の所在地が県外にある者にあっては直接提出

しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （老人福祉法施行細則の一部改正） 

第42条 老人福祉法施行細則（昭和53年岩手県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

  様式第23号の２から様式第23号の７までの様式中「     振興局長        様」を「  広域振興局長 様」に

改める。 

改正前 改正後 

様式第26号（第14条関係） 様式第26号（第14条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様   岩手県知事        様 

 ［略］  ［略］ 

様式第27号（第15条関係） 様式第27号（第15条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第28号（第16条関係） 様式第28号（第16条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第33号（第18条関係） 様式第33号（第18条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  岩手県知事        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第35号（第19条関係） 様式第35号（第19条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第37号（第20条関係） 様式第37号（第20条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様     広域振興局長 様 



  

 ［略］  ［略］ 

様式第38号（第21条関係） 様式第38号（第21条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様   岩手県知事        様 

 ［略］  ［略］ 

様式第39号（第21条関係） 様式第39号（第21条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様   岩手県知事        様 

 ［略］  ［略］ 

様式第40号（第23条関係） 様式第40号（第23条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長        様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第41号（第23条関係） 様式第41号（第23条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長         様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

様式第42号（第23条関係） 様式第42号（第23条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （森林法施行細則の一部改正） 

第43条 森林法施行細則（昭和53年岩手県規則第73号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （書類の経由）  （書類の経由） 

第７条 法第６条第２項、第２章の２及び第３章の規定により

知事に提出する書類は、所管する広域振興局、広域振興局総

合支局又は地方振興局の長を経由しなければならない。 

第７条 法第６条第２項、第２章の２及び第３章の規定により

知事に提出する書類は、所管する広域振興局長を経由しなけ

ればならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正） 

第44条 岩手県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和54年岩手県規則第78号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （貸付けの申請等）  （貸付けの申請等） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 委託事務処理機関は、前項の貸付申請書の提出があったと

きは、速やかに当該貸付申請書を申請者の住所地を所管する

広域振興局又は地方振興局の長（以下「局長」という。）に

送付しなければならない。 

２ 委託事務処理機関は、前項の貸付申請書の提出があったと

きは、速やかに当該貸付申請書を申請者の住所地を所管する

広域振興局長（以下「局長」という。）に送付しなければな

らない。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 



  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （森林公園条例施行規則の一部改正） 

第45条 森林公園条例施行規則（昭和55年岩手県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（休場日及び使用時間） （休場日及び使用時間） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 条例第１条の２に規定する指定管理者（以下「指定管理者

」という。）は、必要があると認めるときは、森林公園の所

在地を所管する広域振興局又は地方振興局の長の承認を得て

、前項の休場日以外の日において臨時に休場し、又は同項の

休場日において臨時に開場することができる。 

２ 条例第１条の２に規定する指定管理者（以下「指定管理者

」という。）は、必要があると認めるときは、森林公園の所

在地を所管する広域振興局長の承認を得て、前項の休場日以

外の日において臨時に休場し、又は同項の休場日において臨

時に開場することができる。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

第46条 低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例施行規則を廃止する規則（平成14年岩手県規則第79号）附

則第２項の規定によりなおその効力を有することとされる同規則による廃止前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免

除に関する条例施行規則（昭和55年岩手県規則第62号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第３号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

 （生活保護法施行細則の一部改正） 

第47条 生活保護法施行細則（昭和58年岩手県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（備付書類） （備付書類） 

第２条 広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という

。）は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項につい

て整理しておかなければならない。 

第２条 広域振興局長（以下「局長」という。）は、次に掲げ

る書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかな

ければならない。 

(１)～(10) ［略］ (１)～(10) ［略］ 

（通知） （通知） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 局長は、被保護者が居住地を当該広域振興局又は当該地方

振興局の所管区域外に移転したときは、速やかに、必要な決

定を行い、別に定める様式による転出通知書により、新たな

居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない

。 

２ 局長は、被保護者が居住地を当該広域振興局の所管区域外

に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、別に定め

る様式による転出通知書により、新たな居住地の福祉に関す

る事務所の長に通知しなければならない。 

（保護施設変更届等） （保護施設変更届等） 

第12条 市町村は、その設置した保護施設について、法第41条

第２項第１号及び第４号から第８号までに掲げる事項のいず

れかを変更したときは、その変更した日から起算して14日以

内に、別に定める様式による保護施設変更届により知事又は

広域振興局長（以下「知事等」という。）に届け出なければ

ならない。 

第12条 市町村は、その設置した保護施設について、法第41条

第２項第１号及び第４号から第８号までに掲げる事項のいず

れかを変更したときは、その変更した日から起算して14日以

内に、別に定める様式による保護施設変更届により当該市町

村の区域を所管する局長に届け出なければならない。 

 



  

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （保護施設事業開始届）  （保護施設事業開始届） 

第13条 保護施設の管理者は、その業務を開始した日から起算

して14日以内に、別に定める様式による保護施設事業開始届

を知事等に提出しなければならない。 

第13条 保護施設の管理者は、その業務を開始した日から起算

して14日以内に、別に定める様式による保護施設事業開始届

を知事（当該保護施設の管理者が市町村である場合にあって

は、当該市町村の区域を所管する局長）に提出しなければな

らない。 

（改善命令等による措置結果報告） （改善命令等による措置結果報告） 

第14条 市町村又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、法

第45条第１項又は第２項の規定により保護施設の設備若しく

は運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又

は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、その処分を

受けた日から起算して30日以内に、当該処分に基づいてとっ

た措置の結果を知事等に報告しなければならない。 

第14条 市町村又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、法

第45条第１項又は第２項の規定により保護施設の設備若しく

は運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又

は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、その処分を

受けた日から起算して30日以内に、当該処分に基づいてとっ

た措置の結果を知事に報告しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （海岸法施行細則の一部改正） 

第48条 海岸法施行細則（昭和59年岩手県規則第42号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （占用の許可の期間）  （占用の許可の期間） 

第４条 法第７条第１項の規定による許可の有効期間は、10年

以内において知事又は所管する広域振興局長又は地方振興局

長（以下「知事等」という。）が許可のとき定める期間とす

る。 

第４条 法第７条第１項の規定による許可の有効期間は、10年

以内において知事又は所管する広域振興局長（以下「知事等

」という。）が許可のとき定める期間とする。 

 （許可の条件）  （許可の条件） 

第５条 次に掲げる事項は、法第７条第１項、法第８条第１項

、法第37条の４及び法第37条の５の規定による知事等の許可

の条件とする。 

第５条 次に掲げる事項は、法第７条第１項、法第８条第１項

、法第37条の４及び法第37条の５の規定による知事等の許可

の条件とする。 

 (１) 法第７条第１項、法第８条第１項第２号、法第37条の

４又は法第37条の５の許可を受けた者は、所管する広域振

興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）の指示

に従って、当該許可の期間中、占用（施設等の新設等）許

可標識（様式第５号）を設置すること。 

 (１) 法第７条第１項、法第８条第１項第２号、法第37条の

４又は法第37条の５の許可を受けた者は、所管する広域振

興局長（以下「局長」という。）の指示に従って、当該許

可の期間中、占用（施設等の新設等）許可標識（様式第５

号）を設置すること。 

 (２)～(６) ［略］  (２)～(６) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第１号から様式第４号までの様式中「（     振興局長）」を「（  広域振興局長）」に改める。 

  様式第５号及び様式第６号中「所管する  振興局名」を「所管する広域振興局名」に改める。 

 （中山間地域活性化資金利子補給規則の一部改正） 

第49条 中山間地域活性化資金利子補給規則（平成２年岩手県規則第61号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （利子補給の承認申請）  （利子補給の承認申請） 



  

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ中山間地

域活性化資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管する

広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）に

提出しなければならない。 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ中山間地

域活性化資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管する

広域振興局長（以下「局長」という。）に提出しなければな

らない。 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （林業技術センター条例施行規則の一部改正） 

第50条 林業技術センター条例施行規則（平成５年岩手県規則第41号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（研修の許可の申請） （研修の許可の申請） 

第３条 条例第３条の許可（以下「研修の許可」という。）を

受けようとする者は、研修の許可申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、岩手県林業技術センター（以下「セ

ンター」という。）の長（以下「所長」という。）に提出し

なければならない。 

第３条 条例第３条の許可（以下「研修の許可」という。）を

受けようとする者は、研修の許可申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、岩手県林業技術センター（以下「セ

ンター」という。）の長（以下「所長」という。）に提出し

なければならない。 

 (１) 所属する森林組合若しくは団体の長、市町村長又は広

域振興局農林部、広域振興局総合支局の農林部若しくは農

林部農林センター、地方振興局の林務担当部若しくは林務

事務所の長（以下「森林組合長等」という。）の推薦書（

様式第２号） 

 (１) 所属する森林組合若しくは団体の長、市町村長又は広

域振興局林務部、農林部、農政部農林振興センター若しく

は農林部農林振興センターの長（以下「森林組合長等」と

いう。）の推薦書（様式第２号） 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （農業経営負担軽減支援資金利子補給規則の一部改正） 

第51条 農業経営負担軽減支援資金利子補給規則（平成７年岩手県規則第100号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （利子補給の承認申請）  （利子補給の承認申請） 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ農業経営

負担軽減支援資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管

する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。

）に提出しなければならない。 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ農業経営

負担軽減支援資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管

する広域振興局長（以下「局長」という。）に提出しなけれ

ばならない。 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 



  

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

 ［略］ 

振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （認定農業者育成確保資金利子補給規則の一部改正） 

第52条 認定農業者育成確保資金利子補給規則（平成10年岩手県規則第120号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （利子補給の承認申請）  （利子補給の承認申請） 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ認定農業

者育成確保資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管す

る広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という。）

に提出しなければならない。 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ認定農業

者育成確保資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管す

る広域振興局長（以下「局長」という。）に提出しなければ

ならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

 ［略］ 

振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正） 

第53条 知事が保有する行政文書の管理に関する規則（平成11年岩手県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 出先機関 岩手県知事部局行政組織規則第３章に規定

する出先機関（広域振興局、広域振興局総合支局及び地方

振興局にあっては、部及び所）をいう。 

(２) 出先機関 岩手県知事部局行政組織規則第３章に規定

する出先機関（広域振興局にあっては、部及び所）をいう

。 

(３) 課 本庁の室、課、所及び出納局並びに政策調査監の

担当区分をいう。 

(３) 課 本庁の室、課、所及び出納局並びに調査監の担当

区分をいう。 

(４) 課長等 本庁の室長、総括課長、所長、出納局長及び (４) 課長等 本庁の室長、総括課長、所長、出納指導監及



  

 政策調査監をいう。  び調査監をいう。 

(５) ［略］ (５) ［略］ 

（行政文書の管理体制） （行政文書の管理体制） 

第３条 法務私学課長は、行政文書の管理に関する事務を総括

する。 

第３条 法務学事課総括課長は、行政文書の管理に関する事務

を総括する。 

２ 広域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局（以下「

広域振興局等」という。）の総務部、地域支援部又は企画総

務部の長（以下「文書主管部長」という。）は、当該広域振

興局等の行政文書の管理に関する事務を統括する。 

２ 広域振興局経営企画部長（県南広域振興局にあっては、総

務部長。以下「文書主管部長」という。）は、当該広域振興

局の行政文書の管理に関する事務を統括する。 

３ 課及び出先機関に、行政文書に関する事務の適正な管理及

び運営を図るため、文書管理者を置き、本庁にあっては課長

等、出先機関にあっては当該出先機関の長又は法務私学課長

が別に指定する者をもって充てる。 

３ 課及び出先機関に、行政文書に関する事務の適正な管理及

び運営を図るため、文書管理者を置き、本庁にあっては課長

等、出先機関にあっては当該出先機関の長又は法務学事課総

括課長が別に指定する者をもって充てる。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

（行政文書の保存期間） （行政文書の保存期間） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄してはならな

い。ただし、当該行政文書を保有する目的が失われた場合そ

の他正当な理由がある場合において、本庁にあっては法務私

学課長、出先機関にあっては当該出先機関の長（広域振興局

等にあっては、文書主管部長。第９条第２項において同じ。

）の承認を得たときは、この限りでない。 

４ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄してはならな

い。ただし、当該行政文書を保有する目的が失われた場合そ

の他正当な理由がある場合において、本庁にあっては法務学

事課総括課長、出先機関にあっては当該出先機関の長（広域

振興局にあっては、文書主管部長。第９条第２項において同

じ。）の承認を得たときは、この限りでない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

（保存期間が終了した行政文書の取扱い） （保存期間が終了した行政文書の取扱い） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 本庁の文書管理者は、設定した保存期間が３年以上のファ

イルについて、引き続き原本を使用する必要がある場合を除

き、その作成した日の属する年度の翌々年度以後に、別に定

めるところにより、法務私学課長に引き継がなければならな

い。 

２ 本庁の文書管理者は、設定した保存期間が３年以上のファ

イルについて、引き続き原本を使用する必要がある場合を除

き、その作成した日の属する年度の翌々年度以後に、別に定

めるところにより、法務学事課総括課長に引き継がなければ

ならない。 

３ 法務私学課長は、前項の規定による引継ぎを受けたファイ

ルで保存期間が終了したものを、別に定めるところにより、

廃棄するものとする。ただし、文書管理者から保存期間の延

長の申出があったときは、当該行政文書の保存期間を延長し

て保存しなければならない。 

３ 法務学事課総括課長は、前項の規定による引継ぎを受けた

ファイルで保存期間が終了したものを、別に定めるところに

より、廃棄するものとする。ただし、文書管理者から保存期

間の延長の申出があったときは、当該行政文書の保存期間を

延長して保存しなければならない。 

４ 前２項の規定は、広域振興局等の文書管理者について準用

する。この場合において、これらの規定中「法務私学課長」

とあるのは、「文書主管部長」と読み替えるものとする。 

４ 前２項の規定は、広域振興局の文書管理者について準用す

る。この場合において、これらの規定中「法務学事課総括課

長」とあるのは、「文書主管部長」と読み替えるものとする

。 

（保存期間の延長） （保存期間の延長） 



  

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 前条第１項の保存期間の延長後において、当該行政文書を

保有する目的が失われた場合には、保存期間の終了前であっ

ても、本庁にあっては法務私学課長、出先機関にあっては当

該出先機関の長の承認を得たときは、廃棄することができる

。 

２ 前条第１項の保存期間の延長後において、当該行政文書を

保有する目的が失われた場合には、保存期間の終了前であっ

ても、本庁にあっては法務学事課総括課長、出先機関にあっ

ては当該出先機関の長の承認を得たときは、廃棄することが

できる。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （介護保険法施行細則の一部改正） 

第54条 介護保険法施行細則（平成11年岩手県規則第119号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（書類の提出先） （書類の提出先） 

第52条 第27条及び第28条の規定により提出する申請書は所轄

の広域振興局長又は地方振興局長に、第30条から第32条まで

及び第36条から第38条までの規定により提出する申請書は所

轄の保健所長（奥州保健所の所轄の区域にあっては、県南広

域振興局長）に提出しなければならない。 

第52条 第27条、第28条、第30条から第32条まで及び第36条か

ら第38条までの規定により提出する申請書は、所轄の広域振

興局長に提出しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （中心市街地における県税の不均一課税に関する条例施行規則の一部改正） 

第55条 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例施行規則（平成11年岩手県規則第186号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

   ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （火薬類取締法施行細則の一部改正） 

第56条 火薬類取締法施行細則（平成12年岩手県規則第106号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （申請書等の様式及び提出先）  （申請書等の様式及び提出先） 

第２条 次の表の条項の欄に掲げる法又は省令の規定による同

表書類の欄に掲げる申請書、届出書又は報告書は、それぞれ

同表様式の欄に定める様式により、同表提出先の欄に定める

者に提出しなければならない。 

第２条 次の表の条項の欄に掲げる法又は省令の規定による同

表書類の欄に掲げる申請書、届出書又は報告書は、それぞれ

同表様式の欄に定める様式により、同表提出先の欄に定める

者に提出しなければならない。 

 条 項 書 類 様 式 提出先  条 項 書 類 様 式 提出先 

［略］    ［略］    

 法第16条第２

項 

 ［略］  火薬庫の所在地を

管轄する広域振興

局長又は地方振興

 法第16条第２

項 

 ［略］  火薬庫の所在地を

管轄する広域振興

局長（以下「局長



  

    局長（以下「局長

」という。） 

    」という。） 

  ［略］      ［略］    

 （許可証の継続）  （許可証の継続） 

第６条 法第17条第４項の規定により公布された譲渡許可証又

は譲受許可証の譲受人記載欄又は譲渡人記載欄に余白がなく

なったときは、当該許可証の交付を受けた者は、火薬類譲渡

（譲受）許可証の継続許可証交付申請書（様式第23号）に当

該許可証を添えて、当該許可証を交付した局長に継続許可証

の交付を申請することができる。 

第６条 法第17条第４項の規定により交付された譲渡許可証又

は譲受許可証の譲受人記載欄又は譲渡人記載欄に余白がなく

なったときは、当該許可証の交付を受けた者は、火薬類譲渡

（譲受）許可証の継続許可証交付申請書（様式第23号）に当

該許可証を添えて、当該許可証を交付した局長に継続許可証

の交付を申請することができる。 

様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第４号から様式第６号までの様式中「（     振興局長）」を「（  広域振興局長）」に改める。 

  様式第７号、様式第12号から様式第14号まで及び様式第16号から様式第23号までの様式中「     振興局長 様」を「  

 広域振興局長 様」に改める。 

 （新いわて水田農業確立推進資金利子補給規則の一部改正） 

第57条 新いわて水田農業確立推進資金利子補給規則（平成12年岩手県規則第116号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （利子補給の承認申請）  （利子補給の承認申請） 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ新いわて

水田農業確立推進資金利子補給承認申請書（様式第１号。以

下「申請書」という。）を所管する広域振興局長又は地方振

興局長（以下「局長」という。）に提出しなければならない

。 

第６条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けよ

うとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ新いわて

水田農業確立推進資金利子補給承認申請書（様式第１号。以

下「申請書」という。）を所管する広域振興局長（以下「局

長」という。）に提出しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

 ［略］ 

振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

 ［略］ 

広域振興局長 氏      名印  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例施行規則の一部改正） 

第58条 道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例施行規則（平成12年岩手県規則第132号）の一部を次のよう

に改正する。 



  

改正前 改正後 

 （使用又は収益の許可の申請）  （使用又は収益の許可の申請） 

第２条 条例第３条第１項の使用又は収益の許可（以下「許可

」という。）を受けようとする者は、公共用財産使用（収益

）許可申請書（様式第１号）を所管する広域振興局長又は地

方振興局長（以下「局長」という。）に提出しなければなら

ない。 

第２条 条例第３条第１項の使用又は収益の許可（以下「許可

」という。）を受けようとする者は、公共用財産使用（収益

）許可申請書（様式第１号）を所管する広域振興局長（以下

「局長」という。）に提出しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 注１ ［略］  注１ ［略］ 

  ２ 使用（収益）の許可を受けようとする公共用財産

に係る位置図、不動産登記法（平成16年法律第123号

）第14条第１項の地図又は同法第14条第４項の地図

に準ずる図面の写し、使用計画図、求積図、利害関

係人がいるときは、その同意書（同意が得られない

ときは、その理由書）その他広域振興局長又は地方

振興局長が必要と認める書類を添付してください。 

  ２ 使用（収益）の許可を受けようとする公共用財産

に係る位置図、不動産登記法（平成16年法律第123号

）第14条第１項の地図又は同法第14条第４項の地図

に準ずる図面の写し、使用計画図、求積図、利害関

係人がいるときは、その同意書（同意が得られない

ときは、その理由書）その他広域振興局長が必要と

認める書類を添付してください。 

  ３ ［略］   ３ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第３号（第３条関係） 様式第３号（第３条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 注１ ［略］ 

  ２ 譲渡を必要とする理由又は原因を明らかにする書類

その他広域振興局長又は地方振興局長が必要と認める

書類を添付してください。 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

 注１ ［略］ 

  ２ 譲渡を必要とする理由又は原因を明らかにする書類

その他広域振興局長が必要と認める書類を添付してく

ださい。 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

 注１ ［略］  注１ ［略］ 



  

  ２ 地位を承継したことを証する書類その他広域振興局

長又は地方振興局長が必要と認める書類を添付してく

ださい。 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

  ２ 地位を承継したことを証する書類その他広域振興局

長が必要と認める書類を添付してください。 

 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 注１ ［略］  注１ ［略］ 

  ２ 免除を受けようとする理由を明らかにする書類その

他広域振興局長又は地方振興局長が必要と認める書類

を添付してください。 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

  ２ 免除を受けようとする理由を明らかにする書類その

他広域振興局長が必要と認める書類を添付してくださ

い。 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

様式第６号（第５条関係） 様式第６号（第５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

 注１ ［略］  注１ ［略］ 

  ２ 原状に回復したことを証する書類その他広域振興局

長又は地方振興局長が必要と認める書類を添付してく

ださい。 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

  ２ 原状に回復したことを証する書類その他広域振興局

長が必要と認める書類を添付してください。 

 

  ３ ［略］ 

 ［略］ 

様式第７号（第６条関係） 様式第７号（第６条関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 注１ ［略］ 

  ２ 免除（還付）を受けようとする理由を明らかにする

書類その他広域振興局長又は地方振興局長が必要と認

める書類を添付してください。 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

 注１ ［略］ 

  ２ 免除（還付）を受けようとする理由を明らかにする

書類その他広域振興局長が必要と認める書類を添付し

てください。 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （河川流水占用料等徴収条例施行規則の一部改正） 

第59条 河川流水占用料等徴収条例施行規則（平成12年岩手県規則第140号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （流水占用料等の徴収方法）  （流水占用料等の徴収方法） 

第２条 条例第６条の規定による流水占用料等の徴収方法は、 第２条 条例第６条の規定による流水占用料等の徴収方法は、



  

知事又は所管する広域振興局長若しくは地方振興局長が河川

法（昭和39年法律第167号。以下「法」という。）第23条か

ら第25条までの許可をし、又は法第32条第４項の規定による

国土交通大臣から通知のあった際に納入通知書により一括し

て徴収するものとする。この場合において、占用の期間が翌

年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、

毎年度、当該年度分を徴収するものとする。 

知事又は所管する広域振興局長が河川法（昭和39年法律第

167号。以下「法」という。）第23条から第25条までの許可

をし、又は法第32条第４項の規定による国土交通大臣から通

知のあった際に納入通知書により一括して徴収するものとす

る。この場合において、占用の期間が翌年度以降にわたる場

合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分

を徴収するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （海岸占用料等徴収条例施行規則の一部改正） 

第60条 海岸占用料等徴収条例施行規則（平成12年岩手県規則第141号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （占用料等の徴収方法）  （占用料等の徴収方法） 

第２条 条例第６条の規定による占用料等の徴収方法は、知事

又は所管する広域振興局長若しくは地方振興局長が海岸法（

昭和31年法律第101号）第７条第１項若しくは第37条の４又

は第８条第１項第１号若しくは第37条の５第１号の許可の際

に納入通知書により徴収するものとする。この場合において

、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度

以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収する。 

第２条 条例第６条の規定による占用料等の徴収方法は、知事

又は所管する広域振興局長が海岸法（昭和31年法律第101号

）第７条第１項若しくは第37条の４又は第８条第１項第１号

若しくは第37条の５第１号の許可の際に納入通知書により徴

収するものとする。この場合において、占用の期間が翌年度

以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年

度、当該年度分を徴収する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （砂防法施行条例施行規則の一部改正） 

第61条 砂防法施行条例施行規則（平成12年岩手県規則第142号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （許可の申請）  （許可の申請） 

第３条 条例第４条第１項の許可を受けようとする者は、砂防

設備使用（変更）許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて所管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「

局長」という。）に提出しなければならない。 

第３条 条例第４条第１項の許可を受けようとする者は、砂防

設備使用（変更）許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて所管する広域振興局長（以下「局長」という。）

に提出しなければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第１号から様式第４号まで及び様式第６号から様式第８号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局

長 様」に改める。 

 （森林病害虫等駆除事業補助金交付規則の一部改正） 

第62条 森林病害虫等駆除事業補助金交付規則（平成13年岩手県規則第81号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （補助金の交付の申請）  （補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、原則として

補助事業が完了した後、別表第２に掲げる森林病害虫等駆除

事業補助金交付申請書に同表に掲げる添付書類を添えて、別

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、原則として

補助事業が完了した後、別表第２に掲げる森林病害虫等駆除

事業補助金交付申請書に同表に掲げる添付書類を添えて、別



  

に定める提出期限までに所管する広域振興局長又は地方振興

局長（以下「局長」という。）に提出しなければならない。 

に定める提出期限までに所管する広域振興局長（以下「局長

」という。）に提出しなければならない。 

様式第１号（別表第２関係） 様式第１号（別表第２関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

様式第４号（別表第２関係） 様式第４号（別表第２関係） 

 ［略］ 

       振興局長 様 

 ［略］ 

 ［略］ 

    広域振興局長 様 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正） 

第63条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成13年岩手県規則第97号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （登録簿の閲覧）  （登録簿の閲覧） 

第３条 法第26条の規定により、解体工事業者登録簿（以下「

登録簿」という。）を一般の閲覧に供するため、岩手県県土

整備部建設技術振興課並びに広域振興局土木部、広域振興局

総合支局の土木部及び土木部土木センター並びに地方振興局

の土木部及び土木事務所に解体工事業者登録簿閲覧所（以下

「閲覧所」という。）を設置する。 

第３条 法第26条の規定により、解体工事業者登録簿（以下「

登録簿」という。）を一般の閲覧に供するため、岩手県県土

整備部建設技術振興課並びに広域振興局土木部及び土木部土

木センターに解体工事業者登録簿閲覧所（以下「閲覧所」と

いう。）を設置する。 

２ 登録簿の閲覧時間は、岩手県の休日に関する条例（平成元

年岩手県条例第１号）に規定する県の休日を除き、次の各号

に掲げる閲覧所ごとに、当該各号に定めるとおりとする。 

２ 登録簿の閲覧時間は、岩手県の休日に関する条例（平成元

年岩手県条例第１号）に規定する県の休日を除き、次の各号

に掲げる閲覧所ごとに、当該各号に定めるとおりとする。 

 (１) 県土整備部建設技術振興課及び盛岡地方振興局土木部

内の閲覧所 午前８時30分から午後５時30分まで 

 (１) 岩手県県土整備部建設技術振興課及び盛岡広域振興局

土木部内の閲覧所 午前８時30分から午後５時30分まで 

 (２) 広域振興局土木部、広域振興局総合支局の土木部及び

土木部土木センター並びに地方振興局土木部（盛岡地方振

興局土木部を除く。）及び宮古地方振興局岩泉土木事務所

内の閲覧所 午前８時30分から午後５時まで 

 (２) 広域振興局土木部（盛岡広域振興局土木部を除く。）

及び土木部土木センター内の閲覧所 午前８時30分から午

後５時まで 

３ 知事又は広域振興局、広域振興局総合支局若しくは地方振

興局の長は、登録簿の整理その他必要があると認める場合は

、前項の規定にかかわらず、臨時に登録簿を一般の閲覧に供

しない日を定め、又は閲覧時間の変更をすることができる。

この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする

。 

３ 知事又は広域振興局長は、登録簿の整理その他必要がある

と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に登録簿を

一般の閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間の変更をする

ことができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示

するものとする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

７ 知事又は地方振興局長は、次の各号のいずれかに該当する

者に対しては、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することが

できる。 

７ 知事又は広域振興局長は、次の各号のいずれかに該当する

者に対しては、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することが

できる。 



  

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

第64条 特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例施行規則（平成14年岩手県規則第65号）の一部を次のように改正

する。 

  様式第１号から様式第３号までの様式中「     振興局長 様」を「  広域振興局長 様」に改める。 

改正前 改正後 

様式第４号（第３条関係） 様式第４号（第３条関係） 

  ［略］    ［略］  

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印  

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

 

教 示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局、広域振興局総合支局又は

地方振興局を経由して提出してください。 

  

教 示

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局の県税部、県税部県税セン

ター、経営企画部又は経営企画部地域振興

センターを経由して提出してください。 

 

  ２ ［略］    ２ ［略］  

 ［略］  ［略］ 

様式第５号（第３条関係） 様式第５号（第３条関係） 

  ［略］    ［略］  

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印  

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

 

教 示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局、広域振興局総合支局又は

地方振興局を経由して提出してください。 

  

教 示

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局の県税部、県税部県税セン

ター、経営企画部又は経営企画部地域振興

センターを経由して提出してください。 

 

  ２ ［略］    ２ ［略］  

 ［略］  ［略］ 

様式第６号ア（第３条関係） 様式第６号ア（第３条関係） 



  

  ［略］    ［略］  

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印  

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

 

教 示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局、広域振興局総合支局又は

地方振興局を経由して提出してください。 

  

教 示

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局の県税部、県税部県税セン

ター、経営企画部又は経営企画部地域振興

センターを経由して提出してください。 

 

  ２ ［略］    ２ ［略］  

 ［略］  ［略］ 

様式第６号イ（第３条関係） 様式第６号イ（第３条関係） 

  ［略］    ［略］  

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印  

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

 

教 示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局、広域振興局総合支局又は

地方振興局を経由して提出してください。 

  

教 示

１ この処分に不服がある場合は、この通知

書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第４条第１項の規

定により、知事に対して書面（正副２通）

をもって審査請求をすることができます。

審査請求書は、なるべくこの処分を取り扱

った広域振興局の県税部、県税部県税セン

ター、経営企画部又は経営企画部地域振興

センターを経由して提出してください。 

 

  ２ ［略］    ２ ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部改正） 

第65条 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則（平成14年岩手県規則第105号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（書類の経由） （書類の経由） 

第30条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は

、所管する広域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局

の長を経由しなければならない。 

第30条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は

、所管する広域振興局長を経由しなければならない。 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 



  

 ［略］ 

  岩手県知事        様 

  （     振興局長） 

 ［略］ 

 ［略］ 

  岩手県知事        様 

  （  広域振興局長） 

 ［略］ 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

（表） （表） 

  ［略］ 

岩手県知事        印 

   ［略］ 

岩手県知事        印 

           （     振興局長） 

 ［略］ 

            （  広域振興局長） 

 ［略］ 

（裏） （裏） 

 注      意 

１ ［略］ 

２ 捕獲等許可証は、その効力を失った日から30日以内

に、これを岩手県知事、広域振興局長又は地方振興局

長に返納しなければならない。 

  注      意 

１ ［略］ 

２ 捕獲等許可証は、その効力を失った日から30日以内

に、これを岩手県知事又は広域振興局長に返納しなけ

ればならない。 

  ［略］    ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  岩手県知事        様   岩手県知事        様 

  （     振興局長） 

 ［略］ 

  （  広域振興局長） 

 ［略］ 

様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係） 

（表） （表） 

  ［略］ 

岩手県知事        印 

          （     振興局長） 

 ［略］ 

   ［略］ 

岩手県知事        印 

          （  広域振興局長） 

 ［略］ 

（裏） （裏） 

  ［略］ 

注      意 

１ ［略］ 

２ 従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、

これを岩手県知事、広域振興局長又は地方振興局長に

返納しなければならない。 

   ［略］ 

注      意 

１ ［略］ 

２ 従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、

これを岩手県知事又は広域振興局長に返納しなければ

ならない。 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第５号から様式第10号まで及び様式第33号中「（     振興局長）」を「（  広域振興局長）」に改める。 

 （加賀野職員駐車場の管理及び利用に関する規則の一部改正） 



  

第66条 加賀野職員駐車場の管理及び利用に関する規則（平成15年岩手県規則第17号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表 別表（第２条関係） 

 知事の事務部局の本庁又は盛岡地方振興局の職員 

 ［略］ 

 知事の事務部局の本庁又は盛岡広域振興局の職員 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （循環型地域社会の形成に関する条例施行規則の一部改正） 

第67条 循環型地域社会の形成に関する条例施行規則（平成15年岩手県規則第22号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （提出書類の部数及び経由）  （提出書類の部数及び経由） 

第３条の４ 第３条の２第３号の産業廃棄物処理計画書及び前

条の産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出部数は、正副

２部とし、当該計画書及び報告書は、本店又は主たる事務所

若しくは事業所（以下「本店等」という。）の所在地が県内

にある者にあっては当該本店等の所在地を所管する広域振興

局又は地方振興局の長（以下「所管広域振興局長等」という

。）を経由して、当該本店等の所在地が県外にある者にあっ

ては直接提出しなければならない。 

第３条の４ 第３条の２第３号の産業廃棄物処理計画書及び前

条の産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出部数は、正副

２部とし、当該計画書及び報告書は、本店又は主たる事務所

若しくは事業所（以下「本店等」という。）の所在地が県内

にある者にあっては当該本店等の所在地を所管する広域振興

局長（以下「所管局長」という。）を経由して、当該本店等

の所在地が県外にある者にあっては直接提出しなければなら

ない。 

 （提出書類の部数及び経由）  （提出書類の部数及び経由） 

第20条 第16条の規定により知事に提出する書類の提出部数は

、正副２部とし、当該書類は、廃棄物処理施設等の設置等の

場所の所管広域振興局長等を経由して提出しなければならな

い。ただし、県外に駐機場所がある移動式施設に係る場合に

あっては、当該書類の提出部数は１部とし、所管広域振興局

長等の経由を要しない。 

第20条 第16条の規定により知事に提出する書類の提出部数は

、正副２部とし、当該書類は、廃棄物処理施設等の設置等の

場所を所管する広域振興局長を経由して提出しなければなら

ない。ただし、県外に駐機場所がある移動式施設に係る場合

にあっては、当該書類の提出部数は１部とし、所管局長の経

由を要しない。 

２ 前条の規定により知事に提出する書類の提出部数は、１部

とし、当該書類は、所管広域振興局長等（県外に駐機場所が

ある移動式施設に係る場合にあっては、知事）に提出しなけ

ればならない。 

２ 前条の規定により知事に提出する書類の提出部数は、１部

とし、当該書類は、所管局長（県外に駐機場所がある移動式

施設に係る場合にあっては、知事）に提出しなければならな

い。 

（廃棄物処理施設等の維持管理基準） （廃棄物処理施設等の維持管理基準） 

第23条 ［略］ 第23条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 前項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、１部

とし、当該書類は、所管広域振興局長等（県外に駐機場所が

ある移動式施設に係る場合にあっては、知事）に提出しなけ

ればならない。 

５ 前項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、１部

とし、当該書類は、所管局長（県外に駐機場所がある移動式

施設に係る場合にあっては、知事）に提出しなければならな

い。 

６～10 ［略］ ６～10 ［略］ 

11 前項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、１部

とし、当該書類は、所管広域振興局長等に提出しなければな

らない。 

11 前項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、１部

とし、当該書類は、所管局長に提出しなければならない。 



  

 （最終処分場の残余容量の報告）  （最終処分場の残余容量の報告） 

第25条 ［略］ 第25条 ［略］ 

２ 前項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正副

２部とし、当該書類は、所管広域振興局長等を経由して提出

しなければならない。 

２ 前項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正副

２部とし、当該書類は、所管局長を経由して提出しなければ

ならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第４号から様式第６号までの様式中「     振興局長」を「  広域振興局長」に改める。 

 （鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第68条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年岩手県規則第25号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （書類の経由）  （書類の経由） 

第19条 県内に住所を有する者が、法及び省令の規定により知

事に提出する書類は、所管する広域振興局、広域振興局総合

支局又は地方振興局の長を経由しなければならない。 

第19条 県内に住所を有する者が、法及び省令の規定により知

事に提出する書類は、所管する広域振興局長を経由しなけれ

ばならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正） 

第69条 岩手県産業廃棄物税条例施行規則（平成15年岩手県規則第87号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（委任外事項等） （委任外事項等） 

第４条 知事は、条例第５条第１項各号の事項について決定し

たときは、必要事項を関係する広域振興局長又は地方振興局

長（以下「局長」という。）に通知するものとする。 

第４条 知事は、条例第５条第１項各号の事項について決定し

たときは、必要事項を関係する広域振興局長（以下「局長」

という。）に通知するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第１号（第８条関係） 様式第１号（第８条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 振興局長 氏      名印  広域振興局長 氏      名印 

  ［略］   ［略］ 

 

教 

 

 

 

示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知書を受

け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政

不服審査法第４条第１項の規定により、知事に対

して書面（正副２通）をもって審査請求をするこ

とができます。審査請求書は、なるべくこの処分

を取り扱った広域振興局、広域振興局総合支局又

は地方振興局を経由して提出してください。 

 

教

示

１ この処分に不服がある場合は、この通知書を受

け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政

不服審査法第４条第１項の規定により、知事に対

して書面（正副２通）をもって審査請求をするこ

とができます。審査請求書は、なるべくこの処分

を取り扱った広域振興局の県税部、県税部県税セ

ンター、経営企画部又は経営企画部地域振興セン

ターを経由して提出してください。 

  ２ ［略］   ２ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第９条関係） 様式第２号（第９条関係） 

 ［略］  ［略］ 



  

  ［略］  ［略］   ［略］  ［略］ 

       振興局長 様       広域振興局長 様   

  ［略］   ［略］ 

 備考１ この申告書は、最終処分場ごとにその所在地の広

域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局の長

に１通提出してください。 

 備考１ この申告書は、最終処分場ごとにその所在地の広

域振興局の県税部、県税部県税センター、経営企画

部又は経営企画部地域振興センターに１通提出して

ください。 

   ２～４ ［略］    ２～４ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３号（第９条関係） 様式第３号（第９条関係） 

（表） （表） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］    ［略］  ［略］  

       振興局長 様        広域振興局長 様    

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

（裏） （裏） 

記載上の注意 記載上の注意 

 １ この申請書は、岩手県産業廃棄物税条例第18条第２

項の規定の適用を受けようとする場合に、広域振興局

、広域振興局総合支局又は地方振興局の長に提出して

ください。 

 １ この申請書は、岩手県産業廃棄物税条例第18条第２

項の規定の適用を受けようとする場合に、広域振興局

の県税部、県税部県税センター、経営企画部又は経営

企画部地域振興センターに提出してください。 

 ２～14 ［略］  ２～14 ［略］ 

様式第４号（第11条関係） 様式第４号（第11条関係） 

 ［略］  ［略］ 

振興局長 氏      名印  広域振興局長 氏      名印  

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 

教 示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して60日以内

に、行政不服審査法第４条第１項の規定によ

り、知事に対して書面（正副２通）をもって

審査請求をすることができます。審査請求書

は、なるべくこの処分を取り扱った広域振興

局、広域振興局総合支局又は地方振興局を経

由して提出してください。 

  

教 示

１ この処分に不服がある場合は、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して60日以内

に、行政不服審査法第４条第１項の規定によ

り、知事に対して書面（正副２通）をもって

審査請求をすることができます。審査請求書

は、なるべくこの処分を取り扱った広域振興

局の県税部、県税部県税センター、経営企画

部又は経営企画部地域振興センターを経由し

て提出してください。 

  ２ ［略］    ２ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第５号（第12条、第15条関係） 様式第５号（第12条、第15条関係） 



  

 ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］    ［略］  ［略］ 

       振興局長 様        広域振興局長 様   

  ［略］    ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第13条、第14条関係） 様式第７号（第13条、第14条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］    ［略］  ［略］ 

       振興局長 様        広域振興局長 様   

  ［略］    ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第８号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］    ［略］  ［略］ 

       振興局長 様        広域振興局長 様   

  ［略］    ［略］ 

 備考１ この申告書は、最終処分場ごとにその所在地の

広域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局

の長に１通提出してください。 

 備考１ この申告書は、最終処分場ごとにその所在地の

広域振興局の県税部、県税部県税センター、経営

企画部又は経営企画部地域振興センターに１通提

出してください。 

   ２～４ ［略］    ２～４ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第９号（第19条関係） 様式第９号（第19条関係） 

  ［略］    ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 振興局長 氏      名印   広域振興局長 氏      名印 

 
次のとおり

更正、決定
加算金決定

したので通知します。 
  

次のとおり
更正、決定
加算金決定

したので通知します。 

  なお、不足税額及び加算金額は、    年  月 

 日までに同封の納付書により、最寄りの岩手県指定金

融機関、岩手県指定代理金融機関、岩手県収納代理金融

機関又は広域振興局、広域振興局総合支局若しくは地方

振興局で納付してください。 

   なお、不足税額及び加算金額は、    年  月 

 日までに同封の納付書により、最寄りの岩手県指定金

融機関、岩手県指定代理金融機関、岩手県収納代理金融

機関又は広域振興局の県税部、県税部県税センター、経

営企画部若しくは経営企画部地域振興センターで納付し

てください。 

  ［略］    ［略］ 

 

教 示 

１ この処分に不服がある場合は、この通知（

納税の通知）書を受け取った日の翌日から起

算して60日以内に、行政不服審査法第４条第

１項の規定により、知事に対して書面（正副

２通）をもって審査請求をすることができま

  

教 示

１ この処分に不服がある場合は、この通知（

納税の通知）書を受け取った日の翌日から起

算して60日以内に、行政不服審査法第４条第

１項の規定により、知事に対して書面（正副

２通）をもって審査請求をすることができま



  

 

 

 す。審査請求書は、なるべくこの処分を取り

扱った広域振興局、広域振興局総合支局又は

地方振興局を経由して提出してください。 

  

 

 す。審査請求書は、なるべくこの処分を取り

扱った広域振興局の県税部、県税部県税セン

ター、経営企画部又は経営企画部地域振興セ

ンターを経由して提出してください。 

  ２ ［略］    ２ ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部改正） 

第70条 岩手県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成15年岩手県規則第93号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （貸付資格の認定）  （貸付資格の認定） 

第４条 貸付資格の認定を受けようとする者は、県から直接貸

付けを受けようとする場合にあってはその者の住所地、主た

る事務所若しくは法第７条第２項の林業・木材産業改善措置

に関する計画に基づき事業を行う事業所の所在地若しくは所

有地（以下「住所地等」という。）をその地区内に含む森林

組合法（昭和53年法律第36号）第９条第２項第１号の事業を

行う森林組合で第19条第２項の規定により岩手県森林組合連

合会から貸付けに係る事務の一部の委託を受けたもの、岩手

県木材産業協同組合又は岩手県森林整備協同組合（以下「事

務委託機関」という。）を経由し、融資機関から貸付けを受

けようとする場合にあっては当該融資機関を経由して、別に

定める様式による林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請

書（以下「貸付資格認定申請書」という。）を所管する広域

振興局長又は地方振興局長（貸付事業が２以上の広域振興局

又は地方振興局の所管区域にわたる場合は知事。以下「知事

等」という。）に提出するものとする。 

第４条 貸付資格の認定を受けようとする者は、県から直接貸

付けを受けようとする場合にあってはその者の住所地、主た

る事務所若しくは法第７条第２項の林業・木材産業改善措置

に関する計画に基づき事業を行う事業所の所在地若しくは所

有地（以下「住所地等」という。）をその地区内に含む森林

組合法（昭和53年法律第36号）第９条第２項第１号の事業を

行う森林組合で第19条第２項の規定により岩手県森林組合連

合会から貸付けに係る事務の一部の委託を受けたもの、岩手

県木材産業協同組合又は岩手県森林整備協同組合（以下「事

務委託機関」という。）を経由し、融資機関から貸付けを受

けようとする場合にあっては当該融資機関を経由して、別に

定める様式による林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請

書（以下「貸付資格認定申請書」という。）を所管する広域

振興局長（貸付事業が２以上の広域振興局の所管区域にわた

る場合は、知事。以下「知事等」という。）に提出するもの

とする。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （各地区合同庁舎等職員駐車場の管理及び利用に関する規則の一部改正） 

第71条 各地区合同庁舎等職員駐車場の管理及び利用に関する規則（平成17年岩手県規則第59号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職員駐車場の利用） （職員駐車場の利用） 

第２条 職員駐車場を利用することができる者は、当該職員駐

車場に係る地区合同庁舎等内で勤務する職員（以下「職員」

という。）のうち、一般職の職員の給与に関する条例（昭和

28年岩手県条例第48号）第29条第１項第２号に掲げる職員で

同項の通勤手当の支給を受けているもの又は当該通勤手当に

相当する手当の支給を受けている職員であって、次の各号の

第２条 職員駐車場を利用することができる者は、当該職員駐

車場に係る地区合同庁舎等内で勤務する職員（以下「職員」

という。）のうち、一般職の職員の給与に関する条例（昭和

28年岩手県条例第48号）第29条第１項第２号に掲げる職員で

同項の通勤手当の支給を受けているもの又は当該通勤手当に

相当する手当の支給を受けている職員であって、次の各号の



  

いずれかに該当するものとする。 いずれかに該当するものとする。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) その他職員駐車場を管理する広域振興局又は地方振興

局の長(以下「局長」という。)が特に必要と認める者 

 (３) その他職員駐車場を管理する広域振興局長(以下「局

長」という。)が特に必要と認める者 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （プレジャーボート等に係る水域の適正な利用及び事故の防止に関する条例施行規則の一部改正） 

第72条 プレジャーボート等に係る水域の適正な利用及び事故の防止に関する条例施行規則（平成17年岩手県規則第70号）の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （損害賠償等に備えた措置の確認等）  （損害賠償等に備えた措置の確認等） 

第８条 条例第18条第１項の規定に基づき損害賠償等に備えた

措置の状況に関する書類の提出を求められた者は、損害賠償

等に備えた財産措置状況等報告書（別記様式）を所管する広

域振興局長又は地方振興局長に提出するものとする。 

第８条 条例第18条第１項の規定に基づき損害賠償等に備えた

措置の状況に関する書類の提出を求められた者は、損害賠償

等に備えた財産措置状況等報告書（別記様式）を所管する広

域振興局長に提出するものとする。 

別記様式（第８条関係） 別記様式（第８条関係） 

  ［略］   ［略］ 

  ［略］ 

      振興局長 様 

  ［略］ 

   広域振興局長 様 

  ［略］   ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第73条 動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成17年岩手県規則第85号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

 ［略］  ［略］ 

       振興局長 様     広域振興局長 様 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （特定区域における産業の活性化に関する条例施行規則の一部改正） 

第74条 特定区域における産業の活性化に関する条例施行規則（平成18年岩手県規則第88号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

［略］ ［略］ 

      振興局長        様    広域振興局長 様 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部改正） 



  

第75条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成19年岩手県規則第34号）の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

（着手の届出） （着手の届出） 

第４条 法第９条第１項の許可（以下第７条を除き「許可」と

いう。）を受けた者は、当該許可に係る対策工事等（法第11

条に規定する対策工事等をいう。以下同じ。）に着手したと

きは、遅滞なく、別に定める様式による特定開発行為着手届

出書を所管する広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長

」という。）に提出しなければならない。 

第４条 法第９条第１項の許可（以下第７条を除き「許可」と

いう。）を受けた者は、当該許可に係る対策工事等（法第11

条に規定する対策工事等をいう。以下同じ。）に着手したと

きは、遅滞なく、別に定める様式による特定開発行為着手届

出書を所管する広域振興局長（以下「局長」という。）に提

出しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  様式第１号中「振興局長 氏      名印」を「広域振興局長 氏      名印」に改める。 

 （企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

第76条 企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例施行規則（平成19年岩手県規則第121号）の一

部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  ［略］    ［略］  

       振興局長 様      広域振興局長 様  

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正） 

第77条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則（平成20年岩手県規則第55号）の

一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（備付書類） （備付書類） 

第２条 広域振興局長又は地方振興局長（以下「局長」という

。）は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項につ

いて整理しておかなければならない。 

第２条 広域振興局長（以下「局長」という。）は、次に掲げ

る書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておか

なければならない。 

 (１)～(11) ［略］  (１)～(11) ［略］ 

（通知） （通知） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 局長は、被支援者が居住地を当該広域振興局又は当該地方

振興局の所管区域外に移転したときは、速やかに、必要な決

定を行い、別に定める様式による転出通知書により、新たな

居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない

。 

２ 局長は、被支援者が居住地を当該広域振興局の所管区域外

に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、別に定め

る様式による転出通知書により、新たな居住地の福祉に関す

る事務所の長に通知しなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 



  

（保護施設変更届等） （保護施設変更届等） 

第11条 市町村は、その設置した保護施設について、保護法第

41条第２項第１号及び第４号から第８号までに掲げる事項の

いずれかを変更したときは、その変更した日から起算して14

日以内に、別に定める様式による保護施設変更届により知事

又は広域振興局長（以下「知事等」という。）に届け出なけ

ればならない。 

第11条 市町村は、その設置した保護施設について、保護法第

41条第２項第１号及び第４号から第８号までに掲げる事項の

いずれかを変更したときは、その変更した日から起算して14

日以内に、別に定める様式による保護施設変更届により当該

市町村の区域を所管する局長に届け出なければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （保護施設事業開始届）  （保護施設事業開始届） 

第12条 保護施設の管理者は、その業務を開始した日から起算

して14日以内に、別に定める様式による保護施設事業開始届

を知事等に提出しなければならない。 

第12条 保護施設の管理者は、その業務を開始した日から起算

して14日以内に、別に定める様式による保護施設事業開始届

を知事（当該保護施設の管理者が市町村である場合にあって

は、当該市町村の区域を所管する局長）に提出しなければな

らない。 

（改善命令等による措置結果報告） （改善命令等による措置結果報告） 

第13条 市町村又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、保

護法第45条第１項又は第２項の規定により保護施設の設備若

しくは運営の改善、その事業の停止若しくは保護施設の廃止

を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたとき

は、その処分を受けた日から起算して30日以内に、当該処分

に基づいてとった措置の結果を知事等に報告しなければなら

ない。 

第13条 市町村又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、保

護法第45条第１項又は第２項の規定により保護施設の設備若

しくは運営の改善、その事業の停止若しくは保護施設の廃止

を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたとき

は、その処分を受けた日から起算して30日以内に、当該処分

に基づいてとった措置の結果を知事に報告しなければならな

い。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の岩手県規則（以下「改正前規則」という。）の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該

岩手県規則の様式による申請書等とみなす。 

３ 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 


		2010-03-31T09:25:06+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




